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夕陽ヶ丘 介護保健施設サービス 重要事項説明書 

 

１．施設の概要 

１－（１）事業者・法人名 

事業者の名称        社会福祉法人 恵心会 

代表者名（理事長）  大橋 清秀 

 

１－（２）施設名 

施設の名称         介護老人保健施設 夕陽ヶ丘 

施設長名          中村 誠司 

施設の所在地        浜田市国分町９５５番地１ 

電話番号         ０８５５－２４－８８００ 

ＦＡＸ番号 ０８５５－２４－８８０１ 

ホームページアドレス http://www.yuuhigaoka.org/ 

利用定員 ６０人 

サービス提供地域 浜田市、江津市 

開設年月日 平成１２年１月１日 

 

１－（３）事業者が実施する事業 

事 業 の 種 類 事 業 所 名 事業所番号 利用定員 

介護保健施設サービス（入所） 

短期入所療養介護（ショート） 

介護予防短期入所療養介護 

（ショート） 

介護老人保健施設夕陽ヶ丘 

3250780008 

 ６０人  

通所リハビリテーション 

介護予防通所リハビリテーション 
夕陽ヶ丘通所リハビリテーション  ３５人 

訪問リハビリテーション 

介護予防訪問リハビリテーション 
夕陽ヶ丘訪問リハビリテーション   3270700796  

居宅介護支援 夕陽ヶ丘居宅介護支援事業所 3270700333  

※介護老人保健施設夕陽ヶ丘の利用定員（６０人）は、入所と短期入所を合わせた人数です。短期入所の利用

定員は、入所ベッドの空床利用とさせていただいております。 

 

１－（４）目的 

当施設は、施設に入所して医学的管理の下での看護・介護・リハビリテーションを提供することで、利用者の

能力に応じた自立生活が営めるように支援します。そして１日でも早く在宅復帰できるように支援します。そし

て在宅で生活されている方が、安心かつ安全に生活できるように支援します。そのために短期入所療養介護

や通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションや居宅介護支援といった在宅サービスを提供し、地域の

皆様の在宅生活を包括的に支援することを目的としています。この目的に沿って、当施設では以下の運営方

針を定めていますので、ご理解の上でご利用ください。 

 

１－（５）運営方針 

①施設サービス計画に基づいて、看護・介護・リハビリ等の総合的な施設サービスを提供いたします。また、

それぞれの利用者が有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう支援します。 

②明るく家庭的な雰囲気の中で利用者の意思と人格を尊重して接します。利用者の立場に立ったサービスを

提供し、早期の家庭復帰を目指します。 

③地域の方の生活を支援します。短期入所療養介護、通所リハビリ、訪問リハビリ、居宅介護支援等の在宅

サービスの機能を活かし、地域包括ケアの拠点となることを目指します。 

④地域や家庭との連携を重視し、開かれた施設を目指します。このため行政・介護サービス事業所・居宅介

護支援事業所・保健医療サービスまたは福祉サービス事業者との密接な連携に努めます。 
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１－（６）施設の構造 

敷      地 ８，７３３．０㎡ 

建物 延床面積 ２，９８４．９㎡ 

建 物 構 造 鉄骨造１階建（耐火建築） 

 

 

１－（７）居室 一般棟 （４８名） 

居室の種類 室 数 面  積 一人あたりの面積 

１人部屋 ４ ５８．６８㎡ １４．６７㎡ 

４人部屋 １１ ３７０．０４㎡ ８．４１㎡ 

 

 

１－（８） 居室 認知棟 （１２名） 

居室の種類 室 数 面  積 一人あたりの面積 

１人部屋 ８ ８１．２０㎡ １０．１５㎡ 

４人部屋 １ ３９．４４㎡ ９．８６㎡ 

 

 

１－（９）主な設備 

設備の種類 室 数 面  積 一人あたりの面積 

食  堂 ３ ２５２㎡ ４．２㎡ 

機能訓練室 １ １８０㎡  

一般浴室 ２ ３９㎡ 入所１、デイ１  

特殊浴室 １ ２５㎡   

診 察 室 １ １６㎡   

薬 剤 室 １ １６㎡   

デイルーム １ ２２２㎡   

 

 

２．従業者の職種、員数、職務の内容 

２－（１）職員の配置 ※状況によって、下記の員数は前後しますが、「指定基準」以上は配置しています。 

従業者の職種 員数 常勤 非常勤 
常勤換算 指定 

基準 
職務の内容 

後の員数 

施 設 長 １ １  １  施設運営を総轄する 

管 理 者 １ １  １ １ 施設運営を管理する 

医   師 ２ １ １ １．２ １ 診療及び医学的管理等 

薬 剤 師 １  １ ０．２ ０．２ 薬剤を管理する 

看護職員 ９ ９  ７．７ ５．４ 看護業務、体調管理等 

介護職員 １９ １９  １８．７ １３．５ 介護業務、レクリエーション等 

理学・作業療法士 ６ ６  ３．２ ０．６ リハビリ訓練等 

介護支援専門員 ２ ２  ２ １ 施設サービス計画作成等 

支援相談員 ３ ３  ３ １ 入退所調整、生活相談等 

管理栄養士 １ １  １  献立作成、栄養指導等 

事 務 員 ５ ２ ３ ３．８  事務、庶務、会計等 

 

２－（２）職員の勤務体制 

従業者の職種 勤  務  体  制 休 暇 

施設長(管理者) ８：３０～１７：３０ ４週８休 

医  師 
月～土曜日に勤務します。緊急の場合は、休日

や時間外でも対応することがあります。 
４週４休 
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看護職員 

早番  ７：００～１６：００ 

日勤  ９：３０～１８：３０ 

夜勤 １７：００～１０：００ 

夜間 １９：００～

翌日７：００は、原

則として看介護職

員１名あたり入所

者２０名の対応に

なります。 

４週８休 

介護職員 

早番  ７：００～１６：００ 

日勤  ９：３０～１８：３０ 

遅番 １０：００～１９：００ 

夜勤 １７：００～１０：００ 

４週８休 

理学・作業療法士 ８：３０～１７：３０ 週６日対応します。 ４週８休 

介護支援専門員 ８：３０～１７：３０ ４週８休 

支援相談員 ８：３０～１７：３０ ４週８休 

管理栄養士 ８：３０～１７：３０ ４週８休 

事 務 員 ８：３０～１７：３０ ４週８休 

 

３．サービスの内容 

種  類 内                 容 

施設サービス計画書

の作成 

当施設でのサービスは、施設サービス計画書に基づいて提供されます。施設サー

ビス計画書の目的は、利用者が自立した日常生活を送れるようになることと、在宅

復帰を目指すことです。作成の過程は、本人やご家族の意向を確認し、施設の多

職種の職員が検討し、施設の介護支援専門員が作成します。作成後は内容に同

意をいただいたうえで実施します。 

診察・健康管理 

施設医師による診察、ならびに健康管理を行います。また、専門的な医療が必要

な場合には、主治医あるいは協力医療機関等に責任を持って引き継ぎます。 

常勤施設医師      氏 名 ： 中村 誠司 

非常勤施設医師    氏 名 ： 岡本 英樹 

食事管理 

食事はできるだけ離床して、食堂で食べていただけるように努めます。利用者ごと

の咀嚼機能や嚥下機能を観察して、本人にあった食事形態を考えます。栄養ケア

計画を作成し、栄養状態が良好に保てるように努めます。利用者が選定する特別

な食事の提供も可能です。朝食７：４５ 昼食１２：００ 夕食１８：００ 

看  護 
医師による医学的管理の下で、診療の補助・状態の管理等、看護業務を行いま

す。 

介  護 医師による医学的管理の下で、自立に向けた介護を行います。 

入  浴 

週２回の入浴を行います。座位の取れない方等で特別な介助を要する利用者に

は、寝台浴槽で対応します。利用者の状態により、清拭に変更する場合がありま

す。 

口腔ケア 
義歯の手入れや食後の口腔内の清掃等は、毎食後行います。ただし個人用に使

用する義歯洗浄剤や義歯装着剤は、各自でご用意ください。 

排  泄 
利用者の状況に応じた介助を行なうと共に、排泄の自立に向けた援助を行ないま

す。 

整  容 

寝たきり防止のため、出来る限り離床に努めます。生活のリズムを考え、毎朝夕の

着替えを行なうように努めます。個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行なわ

れるように援助します。シーツ交換は週１回行います。 

リハビリ訓練 

理学療法士、作業療法士等が実施します。原則としてリハビリセンター（機能訓練

室）にて行いますが、状態によってはベッド上で行うこともあります。それ以外でも

施設内の活動はリハビリ効果を図ったものです（生活リハビリ）。 

リハビリ機器 

（マシーン） 

当施設に設置されている器機は以下になります。 

自転車訓練器、足関節矯正起立台、移動式平行棒 ､歩行訓練用階段 滑車運動

器、電気温熱治療器､マット訓練台、姿勢矯正鏡、筋力マシーン等 

相  談 

利用者及びご家族等からの相談は誠意をもって対応します。施設の利用に関する

相談や介護保険に関する疑問、施設生活での希望等に答えるため、支援相談員

や施設ケアマネジャーを配置しています。また行政機関等の手続きを、家族の状

況によっては代行することも可能です。内容によっては不可能な場合もあります

が、どんなことでもまずはご相談ください。（相談窓口 生活支援係） 
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レクリエーション・ 

行事 

必要な教養娯楽設備を整えており、施設での生活を充実させるため、レクリエー 

ションや行事を計画します。 

主なレクリエーション： 合唱、カラオケ、体操、ゲーム、塗り絵、パズル、囲碁、将

棋等 

主な行事： 文化祭、納涼祭、太巻き作り、そうめん流し、誕生日会、ドライブ等 

 

４．利用時の留意事項 

４－（１）注意事項 

食品の持ち込み 

施設利用中は、特別な事情がない限り施設から提供される食事をお召し上がりく

ださい。食事は介護保険の給付ではありませんが、施設サービスの内容に利用者

の健康管理や栄養管理も含まれているため、食事の管理が欠かせません。そのた

め食品の持ち込みは、できるだけご遠慮願いますよう、ご理解とご協力をお願いし

ます。ご要望等があれば、管理栄養士か生活支援係までご相談ください。 

医療機関への受診 

入所者への日常的な医療については、当施設の医師や看護師が担当することに

なっており、入所中（外泊中含む）は不必要に病院等に受診させてはならないこと

になっております（厚生労働省・老健運営基準）。薬だけの処方も同様です。そして

介護保険と医療保険の調整のため、医療保険の適用にならない項目が多くあり、

その場合は１０割負担になります。そのため医療機関への受診に際しては、前もっ

て施設（生活支援係）にご相談ください。また、受診する際は「施設在籍証明書」が

必要になりますのでご連絡ください。 

服薬について 

服薬管理は薬剤師と看護師が行います。入所中の服薬は、在宅で服用されている

お薬をご持参いただけると大変助かります。夕陽ヶ丘のお薬を服用するときは、ジ

ェネリック医薬品（効果や安全性は同じだがメーカーが違う薬）を使用する場合が

ありますのでご了承ください。ジェネリック医薬品は、国の医療費を抑えるため厚生

労働省が推奨しています。 

入退所時の送迎 
入退所時の送迎は、お客様ご自身でお願いいたします。都合が付かない場合は、

介護タクシーでの入退所も可能です。お困りの場合はご相談ください。 

面会・来訪 
面会時間は午後１４：００～午後１６：００迄です。面会時間を厳守してください。それ

以外の時間に関しては相談に応じます。 

外出・外泊 

外出（外泊）の際は職員に申し出て、必ず外出（外泊）許可願を提出してください。

外出時間や外泊日数等は相談に応じます。試験的な外出(外泊)も取り入れていま

す。 

現金・貴重品 
基本的に各自で管理してください。現金の所持はできるだけ小額にして、家族等の

面会時に補充するようにしてください。紛失された場合の補償はしかねます。 

喫煙・飲酒 

令和元年 7月 1日改正健康増進法の施行により、施設内（敷地内）禁煙になりまし

た。 

飲酒は可能です。飲酒を希望される場合は、前もって相談してください。 

飲酒量に関しては、職員の指示に従ってください。 

火気の取り扱い 喫煙場所で喫煙する以外の火気の使用を禁止します。 

迷惑行為等の禁止 
騒音や大声など他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。理由もなく他の

居室等に立ち入らないでください。 

設備・器具の使用 
施設内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反するご利用

によって破損等が生じた場合は、賠償していただく場合があります。 

宗教・政治活動等 施設内で営利行為、宗教活動および政治活動等はご遠慮ください。 

動物飼育 施設内へのペットの持ち込みは基本的に禁止しております。 

 

 

４－（２）その他の連絡事項 

・在宅で生活している要介護・要支援の方や、ご家族に緊急な事態が発生したときは、早急な施設利用で協

力できるように努めています。 

・利用開始時に、ご利用者の介護保険証を確認させていただきます。同時に医療保険証も確認させていた

だくことがありますので、ご了承ください。 
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・本人またはご家族からの求めがあれば、サービス提供記録を開示させていただきます。 

・見学を希望される方は、職員が案内させていただきますので、前もって連絡していただくと助かります。 

・見学の有無にかかわらず、簡単なパンフレットを用意しておりますので、お求めください。 

 

 

５．協力医療機関 

当施設では、下記の医療機関にご協力をいただき、利用者に受診等の必要がある場合には、 速やかに対

応していただくようにお願いしています。 

・総合病院 

名 称 独立行政法人 国立病院機構 浜田医療センター 

住 所 浜田市浅井町７７７番地１２ 

電 話 ０８５５－２５－０５０５（代表） 

・歯科医院 

名 称 パール歯科 

住 所 浜田市黒川町４２２９-３ 

電 話 ０８５５－２３-３９８８ 

  

 

６．緊急時の対応（症状の急変及び事故発生時等） 

①施設医師が診察して、必要な処置を行います。 

②施設医師の判断により、必要があれば上記の協力医療機関又は専門的医療機関への診察を依頼しま

す。 

③家族または指定された方に、速やかに連絡して状況を説明させていただきます。  

 

 

７．苦情及び要望等の対応 

苦情や要望などは、下記の苦情相談窓口にご相談いただければ、速やかに対応します。 

他に、玄関に「ご意見箱」を用意しておりますので、書面にて投函していただいても構いません。 

意見箱は概ね週１回の頻度で確認しております。 

それ以外にも、行政や第三者委員に苦情相談窓口があります。 

夕陽ヶ丘の苦情相談窓口 臼井 健 0855-24-8800 8：30～17：30 

行政機関の 

苦情相談窓口 

浜田市役所 健康医療対策課 

江津市役所 高齢者障害者福祉課 

浜田地区広域行政組合 介護保険

課島根県国保連 介護保険苦情処

理係   

0855-25-9320 

0855-52-7480 

0855-25-1520 

0852-21-2811 

8：30～17：15 

8：30～17：15 

8：30～17：15 

9：00～17：00 

第三者委員の 

苦情相談窓口 

花口 喜代司   

濵岡 征宏  

0855-28-2009 

0855-28-2431 

8：30～17：30 

8：30～17：30 

 

８．身体拘束廃止・虐待防止の取り組みについて 

当施設は、身体拘束の廃止に努めています。それでも自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ず身体拘束を

行う場合は、厚生労働省発出の「身体拘束ゼロへの手引き」と夕陽ヶ丘作成の「身体拘束廃止マニュアル」に

基づいて実施いたします。実施の際は事前に家族への説明と同意を得て行います。 

当施設は虐待防止のための措置を講じています。高齢者虐待防止委員会の開催、内部研修の開催、外部

研修への参加を行っています。虐待防止に関する措置を適切に実施するための専任の担当者を置いていま

す。 
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９．非常災害対策  

非常時の対応 
夕陽ヶ丘の定める消防計画に基づいて対応します。状況に応

じて柔軟に対応します。 

協力体制 
浜田市ならびに浜田市消防本部、地域の消防団と連携して対

応します。 

非常時に備えた訓練等 
消防法ならびに夕陽ヶ丘消防計画に則り、年２回の消防訓練

及び避難訓練を実施します。 

非常設備の有無 

スプリンクラー 有 非常通報装置 有 

自動火災報知器 有 非常用電源 有 

誘導灯 有 ガス漏れ報知器 有 

防火扉 有 屋内消火栓 有 

防火管理者 秋満 啓輔 

 

1０．第三者評価の実施状況 

  実施なし 

 

１１．利用料 

利用料金には、（１）基本料金（２）加算料金（３）介護保険外の自己負担料金があります。下記は負担割合証で

1割負担の方の料金です。2割負担の方は 2倍に、3割負担の方は 3倍になります。ただし（３）介護保険外の

その他の費用は負担割合証に関係なく同一料金です。 

１１－（１）基本料金 

介護保険制度では、要介護状態等によって基本料金が異なります。以下は１日あたりの自己負担額です。 

尚、基本料金は法改正や体制の変化等で定期的に変更となりますのでご承知おきください。 

 要介護度 従来型個室 多床室 

基本料金 

（1日当たりの自己負担額） 

要介護１ ７８８円 ８７１円 

要介護２ ８６３円 ９４７円 

要介護３ ９２８円 １，０１４円 

要介護４ ９８５円 １，０７２円 

要介護５ １，０４０円 １，１２５円 

 

 

１１－（２）加算料金 

加算は、以下の全てが加算される訳ではありません。必要に応じて一部が加算されます。以下の表は、参考ま

でに一覧にしたものです。尚、加算料金は法改正や体制の変化等で定期的に変更となりますのでご承知おきく

ださい。詳しくは、生活支援係までお尋ねください。 

加 算 内 容 自 己 負 担 料 金 

初期加算Ⅰ・Ⅱ ６０円・３０円／日 入所した日から３０日以内に加算されます。 

夜勤職員配置加算 ２４円／日 夜勤職員の配置が基準を満たしている場合 

サービス提供体制強化加算Ⅰ ２２円／日 介護福祉士が８０％以上配置されている場合 

外泊時費用 ３６２円／日 １月間に６日を限度として加算されます。 

短期集中リハビリテーション 

実施加算 

２００円／回 入所日より３月間に、短期集中リハビリテーションを実施した

場合 

在宅復帰・ 

在宅療養支援機能加算Ⅱ 

５１円／日 ６か月間において、退所者総数のうち在宅復帰した者の割合

が、５０％を超えている場合等 （基本型の場合は算定しない） 

入所前後訪問指導加算Ⅰ･Ⅱ 
４５０円・４８０円／回 入所前後に居宅に訪問 して、規定の指導を行った

場合 

退所時情報提供加算Ⅰ・Ⅱ 
５００円・２５０円／回 退所後の入所者の主治医に対して、文書で紹介を

行った場合 

入退所前連携加算Ⅱ 
４００円／回 退所前に居宅介護支援事業者に対して、文書で情報提供

し、連携して調整を行った場合 
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療養食加算 ６円／回 医師が発行する食事せんに基づき、療養食を提供した場合 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 
自己負担額に７．５％を乗じた金額（基本料金と加算の合計金額） 

介護職員の処遇改善について計画的に取り組んでいる場合 

 

 

１１－（３）介護保険外のその他の費用 

以下の料金は、「売店」を除き、施設利用料の請求時に、施設利用料に足して請求させていただきます。 

都度の現金精算はいたしません。売店だけは、利用者と商店で直接現金での購入になります。 

内  容 自 己 負 担 料 金 

食   費 

１，８３０円／日  食費の設定は１日単位での設定となっています。 

朝食・昼食・夕食の１食でも食べられた場合は、規定の１，８３０円を頂きます。 

外出または外泊等での欠食時も同様です。 

居 住 費 
多床室 （４人部屋） ：   ４３７円／日 

従来型個室      ： １，７２８円／日（トイレは２部屋の共用となります） 

理   容 

ユキ美容室の出張理容です。 

毎月第２月曜日と第４月曜日の午前中にサービスの提供があります。２，２００円～/カッ

ト。毛染・パーマ等も希望されれば可能です。料金は業者の設定ですので、予告なく変更

することがあります。家族や他業者が来訪して散髪することも可能です。 

クリーニング代 

チャームランドリーのクリーニングです。 

寝巻１３０円 上衣・ズボン１００円  肌着・パンツ・バスタオル６０円 靴下（片足）２０円 

フェイスタオル３０円等。料金は業者の設定ですので、予告なく変更することがあります。 

洗濯機・乾燥機 

使用料 

１００円／回  洗濯機のみの利用時 

３００円／回  洗濯機と乾燥機の利用時 

個人の洗濯物を、施設内の洗濯機・乾燥機を利用された場合にお支払いいただきます。

基本的に職員が代行して洗濯することは致しません。 

コンセント使用料 
１１０円／日 テレビ・アンカ・電気毛布等をご使用になられる際に、使用一品目ごとにお

支払いいただきます。 

予防接種費 

１，０００円～３，０００円／回 （行政の指導料金に基づきます） 

入所の方で予防接種等を希望された場合に、予防接種に係る費用としてお支払いいた

だきます。 

売  店 
みあけ食料品店の出張売店をご利用いただけます。 

毎週水曜日と土曜日の午後３時から約３０分間売店の提供があります。 

 

１２．介護保険負担限度額制度 

上記１０－（３）の「食費」と「居住費」においては、利用者負担を軽減する制度が設けられています。この制度

は公的な制度であり、所得に応じて第１段階から第４段階まで設けられています。各段階の決定は市町村が

行います。介護老人保健施設が決定することは出来ません。 

第１段階～第３段階の認定を受けるには、利用者あるいは代理の方が、利用者の住所地の市町村に申請す

る必要があります。認定が下りれば「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。入所（短期含む）の際は、

必ず「介護保険負担限度額認定証」をその都度提示してください。また、介護保険負担限度額認定証は、１年

に１度必ず更新する必要があります。各市町村から申請の案内が届いたら速やかに手続きを行い、介護保険

負担限度額認定証が届いたら速やかに認定証を夕陽ヶ丘までご持参ください。 

 

第１段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者。又は生活保護の受給者。 

第２段階 
本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収

入額が ８０万円以下の人 

第３段階① 
本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収

入額が ８０万円超１２０万円以下の人 

第３段階② 
本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収

入額が １２０万円超の人 

第４段階 上記に該当しない方。介護保険負担限度額認定証の交付はされません。 
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負担段階 食  費 
居  住  費 

多床室 従来型個室 

第１段階の方 ３００円 ０円 ５５０円 

第２段階の方 ３９０円 ４３０円 ５５０円 

第３段階①の方 ６５０円 ４３０円 １，３７０円 

第３段階②の方 １，３６０円 ４３０円 １，３７０円 

第４段階の方 １，８３０円 ４３７円 １，７２８円 

 

１３．支払い方法 

・毎月１０日前後には前月分の請求書を発行しますので、その月の２０日までには請求額のお支払いをお願い

します。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

・お支払い方法は、①現金②金融機関からの振込③口座自動引き落としの３方法があります。入所契約時にお

選びください。利用の途中に変更することも可能です。 
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夕陽ヶ丘 短期入所療養介護 重要事項説明書 

１．施設の概要 

１－（１）事業者・法人名 

事業者の名称        社会福祉法人 恵心会 

代表者名（理事長）  大橋 清秀 

 

１－（２）施設名 

施設の名称         介護老人保健施設 夕陽ヶ丘 

施設長名          中村 誠司 

施設の所在地        浜田市国分町９５５番地１ 

電話番号         ０８５５－２４－８８００ 

ＦＡＸ番号 ０８５５－２４－８８０１ 

ホームページアドレス http://www.yuuhigaoka.org/ 

利用定員 ６０人 

サービス提供地域 浜田市、江津市 

開設年月日 平成１２年１月１日 

 

１－（３）事業者が実施する事業 

事 業 の 種 類 事 業 所 名 事業所番号 
利用定

員 

介護保健施設サービス（入所） 

短期入所療養介護（ショート） 

介護予防短期入所療養介護 

（ショート） 

介護老人保健施設夕陽ヶ丘 

3250780008 

 ６０人  

通所リハビリテーション 

介護予防通所リハビリテーション 
夕陽ヶ丘通所リハビリテーション  ３５人 

訪問リハビリテーション 

介護予防訪問リハビリテーション 
夕陽ヶ丘訪問リハビリテーション   3270700796  

居宅介護支援 夕陽ヶ丘居宅介護支援事業所 3270700333  

※介護老人保健施設夕陽ヶ丘の利用定員（６０人）は、入所と短期入所を合わせた人数です。短期入所の利用

定員は、入所ベッドの空床利用とさせていただいております。 

 

１－（４）目的 

当施設は、施設に入所して医学的管理の下での看護・介護・リハビリテーションを提供することで、利用者の

能力に応じた自立生活が営めるように支援します。そして１日でも早く在宅復帰できるように支援します。そし

て在宅で生活されている方が、安心かつ安全に生活できるように支援します。そのために短期入所療養介護

や通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションや居宅介護支援といった在宅サービスを提供し、地域の

皆様の在宅生活を包括的に支援することを目的としています。この目的に沿って、当施設では以下の運営方

針を定めていますので、ご理解の上でご利用ください。 

 

１－（５）運営方針 

①施設サービス計画に基づいて、看護・介護・リハビリ等の総合的な施設サービスを提供いたします。また、

それぞれの利用者が有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう支援します。 

②明るく家庭的な雰囲気の中で利用者の意思と人格を尊重して接します。利用者の立場に立ったサービスを

提供し、早期の家庭復帰を目指します。 

③地域の方の生活を支援します。短期入所療養介護、通所リハビリ、訪問リハビリ、居宅介護支援等の在宅

サービスの機能を活かし、地域包括ケアの拠点となることを目指します。 

④地域や家庭との連携を重視し、開かれた施設を目指します。このため行政・介護サービス事業所・居宅介

護支援事業所・保健医療サービスまたは福祉サービス事業者との密接な連携に努めます。 
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１－（６）施設の構造 

敷      地 ８，７３３．０㎡ 

建物 延床面積 ２，９８４．９㎡ 

建 物 構 造 鉄骨造１階建（耐火建築） 

 

 

１－（７）居室 一般棟 （４８名） 

居室の種類 室 数 面  積 一人あたりの面積 

１人部屋 ４ ５８．６８㎡ １４．６７㎡ 

４人部屋 １１ ３７０．０４㎡ ８．４１㎡ 

 

 

１－（８） 居室 認知棟 （１２名） 

居室の種類 室 数 面  積 一人あたりの面積 

１人部屋 ８ ８１．２０㎡ １０．１５㎡ 

４人部屋 １ ３９．４４㎡ ９．８６㎡ 

 

 

１－（９）主な設備 

設備の種類 室 数 面  積 一人あたりの面積 

食  堂 ３ ２５２㎡ ４．２㎡ 

機能訓練室 １ １８０㎡  

一般浴室 ２ ３９㎡ 入所１、デイ１  

特殊浴室 １ ２５㎡   

診 察 室 １ １６㎡   

薬 剤 室 １ １６㎡   

デイルーム １ ２２２㎡   

 

２．従業者の職種、員数、職務の内容 

２－（１）職員の配置 ※状況によって、下記の員数は前後しますが、「指定基準」以上は配置しています。 

従業者の職種 員数 常勤 非常勤 
常勤換算 指定 

基準 
職務の内容 

後の人員 

施 設 長 １ １   １  施設運営を総轄する 

管 理 者 １ １  １ １ 施設運営を管理する 

医  師 ２ １ １ １．２ １ 診療及び医学的管理等 

薬 剤 師 １  １ ０．２ ０．２ 薬剤を管理する 

看護職員 ９ ９  ７．７ ５．４ 看護業務、体調管理等 

介護職員 １９ １９  １８．７ １３．５ 介護業務、レクリエーション等 

理学・作業療法士 ６ ６   ３．２ ０．６ リハビリ訓練等 

介護支援専門員 ２ ２  ２ １ 施設サービス計画作成等 

支援相談員 ３ ３  ３ １ 入退所調整、生活相談等 

管理栄養士 １ １  １  献立作成、栄養指導等 

事 務 員 ５ ２ ３ ３．８  事務、庶務、会計等 

 

２－（２）職員の勤務体制 

従業者の職種 勤  務  体  制 休 暇 

施設長(管理者) ８：３０～１７：３０ ４週８休 

医  師 
月～土曜日に勤務します。緊急の場合は、休日

や時間外でも対応することがあります。 
４週４休 
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看護職員 

早番  ７：００～１６：００ 

日勤  ９：３０～１８：３０ 

夜勤 １７：００～１０：００ 

夜間 １９：００～

翌日７：００は、原

則として看介護職

員１名あたり入所

者２０名の対応に

なります。 

４週８休 

介護職員 

早番  ７：００～１６：００ 

日勤  ９：３０～１８：３０ 

遅番 １０：００～１９：００ 

夜勤 １７：００～１０：００ 

４週８休 

理学・作業療法士 ８：３０～１７：３０ 週６日対応します。 ４週８休 

介護支援専門員 ８：３０～１７：３０ ４週８休 

支援相談員 ８：３０～１７：３０ ４週８休 

管理栄養士 ８：３０～１７：３０ ４週８休 

事 務 員 ８：３０～１７：３０ ４週８休 

 

３．サービスの内容 

種  類 内                 容 

施設サービス計画書

の作成 

当施設でのサービスは、施設サービス計画書に基づいて提供されます。施設サー

ビス計画書の目的は、利用者が自立した日常生活を送れるようになることと、在宅

生活を安定して送れるようになることです。作成の過程は、居宅のケアマネジャー

のケアプランを基に、本人やご家族の意向を確認し、施設の多職種の職員が検討

し、施設の介護支援専門員が作成します。作成後は内容に同意をいただいたうえ

で実施します。 

診察・健康管理 

施設医師による診察、ならびに健康管理を行います。また、専門的な医療が必要

な場合には、主治医あるいは協力医療機関等に責任を持って引き継ぎます。 

常勤施設医師      氏 名 ： 中村 誠司 

非常勤施設医師    氏 名 ： 岡本 英樹 

食事管理 

食事はできるだけ離床して、食堂で食べていただけるように努めます。在宅での食

事を参考に、利用者ごとの咀嚼機能や嚥下機能を観察して、本人にあった食事形

態を考えます。利用者が選定する特別な食事の提供も可能です。 

朝食７：４５ 昼食１２：００ 夕食１８：００ 

看  護 
医師による医学的管理の下で、診療の補助・状態の管理等、看護業務を行いま

す。 

介  護 医師による医学的管理の下で、自立に向けた介護を行います。 

入  浴 

週２回の入浴を行います。座位の取れない方等で特別な介助を要する利用者に

は、寝台浴槽で対応します。利用者の状態により、清拭に変更する場合がありま

す。 

口腔ケア 
義歯の手入れや食後の口腔内の清掃等は、毎食後行います。ただし個人用に使

用する義歯洗浄剤や義歯装着剤は、各自でご用意ください。 

排  泄 
利用者の状況に応じた介助を行なうと共に、排泄の自立に向けた援助を行ないま

す。 

整  容 

寝たきり防止のため、出来る限り離床に努めます。生活のリズムを考え、毎朝夕の

着替えを行なうように努めます。個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行なわ

れるように援助します。シーツ交換は週１回行います。 

リハビリ訓練 

理学療法士、作業療法士等が実施します。原則としてリハビリセンター（機能訓練

室）にて行いますが、状態によってはベッド上で行うこともあります。それ以外でも

施設内の活動はリハビリ効果を図ったものです（生活リハビリ）。 

リハビリ機器（マシー

ン） 

当施設に設置されている器機は以下になります。 

自転車訓練器、足関節矯正起立台、移動式平行棒 ､歩行訓練用階段 滑車運動

器、電気温熱治療器､マット訓練台、姿勢矯正鏡、筋力マシーン等 

相  談 

利用者及びご家族等からの相談は誠意をもって対応します。施設の利用に関する

相談や介護保険に関する疑問、施設生活での希望等に答えるため、支援相談員

や施設ケアマネジャーを配置しています。また行政機関等の手続きを、家族の状

況によっては代行することも可能です。内容によっては不可能な場合もあります 

が、どんなことでもまずはご相談ください。（相談窓口 生活支援係） 
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レクリエーション 

・行事 

必要な教養娯楽設備を整えており、施設での生活を充実させるため、レクリエー 

ションや行事を計画します。 

主なレクリエーション： 合唱、カラオケ、体操、ゲーム、塗り絵、パズル、囲碁、将

棋等 

主な行事： 文化祭、納涼祭、太巻き作り、そうめん流し、誕生日会、ドライブ等 

送  迎 

短期入所の入所・退所の際には当施設による送迎がご利用可能です。通常の送

迎実施地域は浜田市・江津市です(非該当地域についても送迎を実施する場合が

あります)。 

 

４．利用時の留意事項 

４－（１）注意事項 

食品の持ち込み 

施設利用中は、特別な事情がない限り施設から提供される食事をお召し上がりく

ださい。食事は介護保険の給付ではありませんが、施設サービスの内容に利用者

の健康管理や栄養管理も含まれているため、食事の管理が欠かせません。そのた

め食品の持ち込みは、できるだけご遠慮願いますようご理解とご協力をお願いしま

す。ご要望等があれば、管理栄養士か生活支援係までご相談ください。 

医療機関への受診 

短期入所者への日常的な医療については、当施設の医師や看護師が担当するこ

とになっており、短期入所中は不必要に病院等に受診させてはならないことになっ

ております（厚生労働省・老健運営基準）。薬だけの処方も同様です。そして介護

保険と医療保険の調整のため、医療保険の適用にならない項目が多くあり、その

場合は１０割負担になります。そのため医療機関への受診に際しては、前もって施

設（生活支援係）にご相談ください。 

服薬について 

服薬管理は薬剤師と看護師が行います。短期入所中の服薬は、在宅で服用され

ているお薬を漏れなくご持参いただけると大変助かります。夕陽ヶ丘のお薬を服用

するときは、ジェネリック医薬品（効果や安全性は同じだがメーカーが違う薬）を使

用する場合がありますのでご了承ください。ジェネリック医薬品は、国の医療費を

抑えるため厚生労働省が推奨しています。 

入退所時の送迎 
入退所時の送迎をご希望の場合は、片道単位で有料にて行います。送迎場所は

ご自宅が原則です。送迎料金は介護給付費の算定料金に基づきます。 

面会・来訪 
面会時間は午後１４：００～午後１６：００迄です。面会時間を厳守してください。それ

以外の時間に関しては相談に応じます。 

外出・外泊 
外出の際は職員に申し出て、必ず外出許可願を提出してください。外出時間は相

談に応じます。外泊はサービスの性質上、退所扱いとなります。 

現金・貴重品 
基本的に各自で管理してください。現金の所持はできるだけ小額にして、家族等の

面会時に補充するようにしてください。紛失された場合の補償はしかねます。 

喫煙・飲酒 

令和元年 7月 1日改正健康増進法の施行により、施設内（敷地内）禁煙になりまし

た。 

飲酒は可能です。飲酒を希望される場合は、前もって相談してください。 

飲酒量に関しては、職員の指示に従ってください。 

火気の取り扱い 喫煙場所で喫煙する以外の火気の使用を禁止します。 

迷惑行為等の禁止 
騒音や大声など他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。理由もなく他の

居室等に立ち入らないでください。 

設備・器具の使用 
施設内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反するご利用

によって破損等が生じた場合は、賠償していただく場合があります。 

宗教・政治活動等 施設内で営利行為、宗教活動および政治活動等はご遠慮ください。 

動物飼育 施設内へのペットの持ち込みは基本的に禁止しております。 

 

４－（２）その他の連絡事項 

・在宅で生活している要介護・要支援の方や、ご家族に緊急な事態が発生したときは、早急な施設利用で

協力できるように努めています。 

・利用開始時に、ご利用者の介護保険証を確認させていただきます。同時に医療保険証も確認させていた

だくことがありますので、ご了承ください。 

・本人またはご家族からの求めがあれば、サービス提供記録を開示させていただきます。 
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・見学を希望される方は、職員が案内させていただきますので、前もって連絡していただくと助かります。 

・見学の有無にかかわらず、簡単なパンフレットを用意しておりますので、お求めください。 

 

５．協力医療機関 

当施設では、下記の医療機関にご協力をいただき、利用者に受診等の必要がある場合には、 速やかに対

応していただくようにお願いしています。 

・総合病院 

名 称 独立行政法人 国立病院機構 浜田医療センター 

住 所 浜田市浅井町７７７番地１２ 

電 話 ０８５５－２５－０５０５（代表） 

・歯科医院 

名 称 パール歯科 

住 所 浜田市黒川町４２２９-３ 

電 話 ０８５５－２３-３９８８ 

  

６．緊急時の対応（症状の急変及び事故発生時等） 

①施設医師が診察して、必要な処置を行います。 

②施設医師の判断により、必要があれば上記の協力医療機関又は専門的医療機関への診察を依頼しま

す。 

③家族または指定された方に、速やかに連絡して状況を説明させていただきます。  

 

７．苦情及び要望等の対応 

苦情や要望などは、下記の苦情相談窓口にご相談いただければ、速やかに対応します。 

他に、玄関に「ご意見箱」を用意しておりますので、書面にて投函していただいても構いません。 

意見箱は概ね週１回の頻度で確認しております。 

それ以外にも、行政や第三者委員に苦情相談窓口があります。 

夕陽ヶ丘の苦情相談窓口 臼井 健 0855-24-8800 8：30～17：30 

行政機関の 

苦情相談窓口 

浜田市役所 健康医療対策課 

江津市役所 高齢者障害者福祉課 

浜田地区広域行政組合 介護保険課 

島根県国保連 介護保険苦情処理係   

0855-25-9320 

0855-52-7480 

0855-25-1520 

0852-21-2811 

8：30～17：15 

8：30～17：15 

8：30～17：15 

9：00～17：00 

第三者委員の 

苦情相談窓口 

花口 喜代司   

濵岡 征宏  

0855-28-2009 

0855-28-2431 

8：30～17：30 

8：30～17：30 

 

８．身体拘束廃止・虐待防止の取り組みについて 

当施設は、身体拘束の廃止に努めています。それでも自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ず身体拘

束を行う場合は、厚生労働省発出の「身体拘束ゼロへの手引き」と夕陽ヶ丘作成の「身体拘束廃止マニュ

アル」に基づいて実施いたします。実施の際は事前に家族への説明と同意を得て行います。 

当施設は虐待防止のための措置を講じています。高齢者虐待防止委員会の開催、内部研修の開催、外

部研修への参加を行っています。虐待防止に関する措置を適切に実施するための専任担当者を置いてい

ます。 

 

 

９．非常災害対策  

非常時の対応 
夕陽ヶ丘の定める消防計画に基づいて対応します。状況に応じて柔

軟に対応します。 

協力体制 
浜田市ならびに浜田市消防本部、地域の消防団と連携して対応しま

す。 
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非常時に備えた 

訓練等 

消防法ならびに夕陽ヶ丘消防計画に則り、年２回の消防訓練及び避

難訓練を実施します。 

非常設備の有無 

スプリンクラー 有 非常通報装置 有 

自動火災報知器 有 非常用電源 有 

誘導灯 有 ガス漏れ報知器 有 

防火扉 有 屋内消火栓 有 

防火管理者 秋満 啓輔 

 

１０．第三者評価の実施状況 

   実施なし 

 

１１．利用料 

利用料金には、（１）基本料金（２）加算料金（３）介護保険外の自己負担料金があります。下記は負担割合証で

1割負担の方の料金です。2割負担の方は 2倍に、3割負担の方は 3倍になります。ただし（３）介護保険外の

その他の費用は負担割合証に関係なく同一料金です。 

１１－（１）基本料金 

介護保険制度では、要介護状態等によって基本料金が異なります。以下は１日あたりの自己負担額です。 

尚、基本料金は法改正や体制の変化等で定期的に変更となりますのでご承知おきください。 

 

 要介護度 従来型個室 多床室 

基本料金 

（1日当たりの自己負担額） 

要介護１ ８１９円 ９０２円 

要介護２ ８９３円 ９７９円 

要介護３ ９５８円 １，０４４円 

要介護４ １，０１７円 １，１０２円 

要介護５ １，０７４円 １，１６１円 

 

１１－（２）加算料金 

加算は、以下の全てが加算される訳ではありません。必要に応じて一部が加算されます。以下の表は、参考

までに一覧にしたものです。尚、加算料金は法改正や体制の変化等で定期的に変更となりますのでご承知

おきください。詳しくは、生活支援係までお尋ねください。 

加 算 内 容 自 己 負 担 料 金 

夜勤職員配置加算 ２４円／日 夜勤職員の配置が基準を満たしている場合 

サービス提供体制強化加算Ⅰ ２２円／日 介護福祉士が８０％以上配置されている場合 

在宅復帰・ 

在宅療養支援機能加算Ⅱ 

５１円／日 ６か月間において、退所者総数のうち在宅復帰した者の割合

が、５０％を超えている場合等 （基本型の場合は算定しない） 

療養食加算 ８円／回 医師が発行する食事せんに基づき、療養食を提供した場合 

送迎加算 １８４円／片道 送迎をご希望の場合は、片道単位で加算されます 

個別リハビリテーション 

実施加算 
２４０円／回 １日２０分以上の個別リハビリテーションを行った場合 

緊急短期入所受入加算 
９０円／日 利用者の状態や家族の事情等により、緊急に短期入所を受け

入れた場合 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 
自己負担額に７．５％を乗じた金額（基本料金と加算の合計金額） 

介護職員の処遇改善について計画的に取り組んでいる場合 

 

 

１１－（３）介護保険外のその他の費用 

以下の料金は、「売店」を除き、施設利用料の請求時に、施設利用料に足して請求させていただきます。

都度の現金精算はいたしません。売店だけは、利用者と商店で直接現金での購入になります。 
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内  容 自 己 負 担 料 金 

食   費 

１，８３０円／日 （朝食４２０円 昼食７４０円 夕食６７０円） 

朝・昼・夕の３食を食べられた場合は、規定の食費１，８３０円をいただきます。 

外出等で欠食された場合は、実際に食べられた費用を請求させていただきます。 

居 住 費 
多床室 （４人部屋） ：   ４３７円／日 

従来型個室      ： １，７２８円／日（トイレは２部屋の共用となります） 

理   容 

ユキ美容室の出張理容です。 

毎月第２月曜日と第４月曜日の午前中にサービスの提供があります。２，２００円～/カッ

ト。毛染・パーマ等も希望されれば可能です。料金は業者の設定ですので、予告なく変更

することがあります。家族や他業者が来訪して散髪することも可能です。 

クリーニング代 

チャームランドリーのクリーニングです。 

寝巻１３０円 上衣・ズボン１００円  肌着・パンツ・バスタオル６０円 靴下（片足）２０円 

フェイスタオル３０円等。料金は業者の設定ですので、予告なく変更することがあります。 

洗濯機・乾燥機 

使用料 

１００円／回  洗濯機のみの利用時 

３００円／回  洗濯機と乾燥機の利用時 

個人の洗濯物を、施設内の洗濯機・乾燥機を利用された場合にお支払いいただきます。

基本的に職員が代行して洗濯することは致しません。 

コンセント使用料 
１１０円／日 テレビ・アンカ・電気毛布等をご使用になられる際に、使用一品目ごとにお

支払いいただきます。 

予防接種費 

１，０００円～３，０００／回 （行政の指導料金に基づきます） 

入所の方で予防接種等を希望された場合に、予防接種に係る費用としてお支払いいた

だきます。 

売  店 
みあけ食料品店の出張売店をご利用いただけます。 

毎週水曜日と土曜日の午後３時から約３０分間売店の提供があります。 

 

 

 

１２．介護保険負担限度額制度 

上記１０－（３）の「食費」と「居住費」においては、利用者負担を軽減する制度が設けられています。この制度は

公的な制度であり、所得に応じて第１段階から第４段階まで設けられています。各段階の決定は市町村が行い

ます。介護老人保健施設が決定することは出来ません。 

第１段階～第４段階の認定を受けるには、利用者あるいは代理の方が、利用者の住所地の市町村に申請する

必要があります。認定が下りれば「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。入所（短期含む）の際は、必

ず「介護保険負担限度額認定証」をその都度提示してください。また、介護保険負担限度額認定証は、１年に１

度必ず更新する必要があります。各市町村から申請の案内が届いたら速やかに手続きを行い、介護保険負担

限度額認定証が届いたら速やかに認定証を夕陽ヶ丘までご持参ください。 

 

第１段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者。又は生活保護の受給者。 

第２段階 
本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収

入額が ８０万円以下の人 

第３段階の

① 

本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収

入額が ８０万円超１２０万円以下の人 

第３段階の

② 

本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収

入額が １２０万円超の人 

第４段階 上記に該当しない方。介護保険負担限度額認定証の交付はされません。 
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負担額一覧表（1日当たり） 

負担段階 食  費 
居  住  費 

多床室 従来型個室 

第１段階の方 ３００円 ０円 ５５０円 

第２段階の方 ６００円 ４３０円 ５５０円 

第３段階①の方 １，０００円 ４３０円 １，３７０円 

第３段階②の方 １，３００円 ４３０円 １，３７０円 

第４段階の方 １，８３０円 ４３７円 １，７２８円 

 

１３．支払い方法 

・毎月１０日前後には前月分の請求書を発行しますので、その月の２０日までには請求額のお支払いをお願い

します。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

・お支払い方法は、①現金②金融機関からの振込③口座自動引き落としの３方法があります。入所契約時にお

選びください。利用の途中に変更することも可能です。 
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夕陽ヶ丘 介護保健施設サービス・短期入所療養介護 重要事項確認書 

 

 

本書面の内容を証するため、本書２通を作成し、契約者と当施設が記名押印のうえ、各１通を保有するものとし

ます。 

 

私は、介護保健施設サービス・短期入所療養介護を提供するにあたり、利用者に対し、本書面に基づいて重要

な事項を説明しました。 

 

住  所  島根県浜田市国分町９５５番地１ 

施設名  介護老人保健施設 夕陽ヶ丘 

 

    

 説明者                            印    

 

私は、介護保健施設サービス・短期入所療養介護を利用するにあたり、上記説明者から本書面を受領し、こ

れらの内容に関して 

説明を受け同意しました。 

 

令和    年    月    日 

 

 

利用者     住  所                                    

 

氏  名                               印    

 

 

契約者     住  所                                    

            (連帯保証人を兼ねる) 

氏  名                               印    

                           続柄 （              ） 

 

 

代理人     住  所                                    

 (連帯保証人を兼ねる) 

氏  名                               印    

                           続柄 （              ） 
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介護予防短期入所療養介護 重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護老人保健施設 夕陽ヶ丘 
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夕陽ヶ丘 介護予防短期入所療養介護 重要事項説明書 

 

１．施設の概要 

１－（１）事業者・法人名 

事業者の名称        社会福祉法人 恵心会 

代表者名（理事長）  大橋 清秀 

 

１－（２）施設名 

施設の名称         介護老人保健施設 夕陽ヶ丘 

施設長名          中村 誠司 

施設の所在地        浜田市国分町９５５番地１ 

電話番号         ０８５５－２４－８８００ 

ＦＡＸ番号 ０８５５－２４－８８０１ 

ホームページアドレス http://www.yuuhigaoka.org/ 

利用定員 ６０人 

サービス提供地域 浜田市、江津市 

開設年月日 平成１２年１月１日 

 

１－（３）事業者が実施する事業 

事 業 の 種 類 事 業 所 名 事業所番号 
利用定

員 

介護保健施設サービス（入所） 

短期入所療養介護（ショート） 

介護予防短期入所療養介護（ショート） 

介護老人保健施設夕陽ヶ丘 

3250780008 

 ６０人  

通所リハビリテーション 

介護予防通所リハビリテーション 
夕陽ヶ丘通所リハビリテーション  ３５人 

訪問リハビリテーション 

介護予防訪問リハビリテーション 
夕陽ヶ丘訪問リハビリテーション   3270700796  

居宅介護支援 夕陽ヶ丘居宅介護支援事業所 3270700333  

※介護老人保健施設夕陽ヶ丘の利用定員（６０人）は、入所と短期入所を合わせた人数です。短期入所の

利用定員は、入所ベッドの空床利用とさせていただいております。 

 

１－（４）目的 

当施設は、施設に入所して医学的管理の下での看護・介護・リハビリテーションを提供することで、利用者

の能力に応じた自立生活が営めるように支援します。そして１日でも早く在宅復帰できるように支援します。

そして在宅で生活されている方が、安心かつ安全に生活できるように支援します。そのために短期入所療

養介護や通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションや居宅介護支援といった在宅サービスを提供し、

地域の皆様の在宅生活を包括的に支援することを目的としています。この目的に沿って、当施設では以下

の運営方針を定めていますので、ご理解の上でご利用ください。 

 

１－（５）運営方針 

①施設サービス計画に基づいて、看護・介護・リハビリ等の総合的な施設サービスを提供いたします。また、

それぞれの利用者が有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう支援します。 

②明るく家庭的な雰囲気の中で利用者の意思と人格を尊重して接します。利用者の立場に立ったサービス

を提供し、早期の家庭復帰を目指します。 

③地域の方の生活を支援します。短期入所療養介護、通所リハビリ、訪問リハビリ、居宅介護支援等の在宅

サービスの機能を活かし、地域包括ケアの拠点となることを目指します。 

④地域や家庭との連携を重視し、開かれた施設を目指します。このため行政・介護サービス事業所・居宅介

護支援事業所・保健医療サービスまたは福祉サービス事業者との密接な連携に努めます。 
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１－（６）施設の構造 

敷      地 ８，７３３．０㎡ 

建物 延床面積 ２，９８４．９㎡ 

建 物 構 造 鉄骨造１階建（耐火建築） 

 

 

１－（７）居室 一般棟 （４８名） 

居室の種類 室 数 面  積 一人あたりの面積 

１人部屋 ４ ５８．６８㎡ １４．６７㎡ 

４人部屋 １１ ３７０．０４㎡ ８．４１㎡ 

 

 

１－（８） 居室 認知棟 （１２名） 

居室の種類 室 数 面  積 一人あたりの面積 

１人部屋 ８ ８１．２０㎡ １０．１５㎡ 

４人部屋 １ ３９．４４㎡ ９．８６㎡ 

 

 

１－（９）主な設備 

設備の種類 室 数 面  積 一人あたりの面積 

食  堂 ３ ２５２㎡ ４．２㎡ 

機能訓練室 １ １８０㎡  

一般浴室 ２ ３９㎡ 入所１、デイ１  

特殊浴室 １ ２５㎡   

診 察 室 １ １６㎡   

薬 剤 室 １ １６㎡   

デイルーム １ ２２２㎡   

 

 

２．従業者の職種、員数、職務の内容 

２－（１）職員の配置 ※状況によって、下記の員数は前後しますが、「指定基準」以上は配置しています。 

従業者の職種 員数 常勤 非常勤 
常勤換算 指定基

準 
職務の内容 

後の人員 

施 設 長 １ １   １  施設運営を総轄する 

管 理 者 １ １  １ １ 施設運営を管理する 

医   師 ２ １ １ １．２ １ 診療及び医学的管理等 

薬 剤 師 １  １ ０．２ ０．２ 薬剤を管理する 

看護職員 ９ ９  ７．７ ５．４ 看護業務、体調管理等 

介護職員 １９ １９  １８．７ １３．５ 介護業務、レクリエーション等 

理学・作業療法士 ６ ６   ３．２ ０．６ リハビリ訓練等 

介護支援専門員 ２ ２  ２ １ 施設サービス計画作成等 

支援相談員 ３ ３  ３ １ 入退所調整、生活相談等 

管理栄養士 １ １  １  献立作成、栄養指導等 

事 務 員 ５ ２ ３ ３．８  事務、庶務、会計等 

 

 

２－（２）職員の勤務体制 

従業者の職種 勤  務  体  制 休 暇 

施設長(管理者) ８：３０～１７：３０ ４週８休 

医  師 
月～土曜日に勤務します。緊急の場合は、休日

や時間外でも対応することがあります。 
４週４休 

22



看護職員 

早番  ７：００～１６：００ 

日勤  ９：３０～１８：３０ 

夜勤 １７：００～１０：００ 

夜間 １９：００～

翌日７：００は、原

則として看介護職

員１名あたり入所

者２０名の対応に

なります。 

４週８休 

介護職員 

早番  ７：００～１６：００ 

日勤  ９：３０～１８：３０ 

遅番 １０：００～１９：００ 

夜勤 １７：００～１０：００ 

４週８休 

理学・作業療法士 ８：３０～１７：３０ 週６日対応します。 ４週８休 

介護支援専門員 ８：３０～１７：３０ ４週８休 

支援相談員 ８：３０～１７：３０ ４週８休 

管理栄養士 ８：３０～１７：３０ ４週８休 

事 務 員 ８：３０～１７：３０ ４週８休 

 

３．サービスの内容 

種  類 内                 容 

施設サービス計

画書の作成 

当施設でのサービスは、施設サービス計画書に基づいて提供されます。施設サービ

ス計画書の目的は、利用者が自立した日常生活を送れるようになることと、在宅生活

を安定して送れるようになることです。作成の過程は、居宅のケアマネジャーのケアプ

ランを基に、本人やご家族の意向を確認し、施設の多職種の職員が検討し、施設の

介護支援専門員が作成します。作成後は内容に同意をいただいたうえで実施します。 

診察・健康管理 

施設医師による診察、ならびに健康管理を行います。また、専門的な医療が必要な場

合には、主治医あるいは協力医療機関等に責任を持って引き継ぎます。 

常勤施設医師      氏 名 ： 中村 誠司 

非常勤施設医師    氏 名 ： 岡本 英樹 

食事管理 

食事はできるだけ離床して、食堂で食べていただけるように努めます。在宅での食事

を参考に、利用者ごとの咀嚼機能や嚥下機能を観察して、本人にあった食事形態を

考えます。利用者が選定する特別な食事の提供も可能です。 

朝食７：４５ 昼食１２：００ 夕食１８：００ 

看  護 医師による医学的管理の下で、診療の補助・状態の管理等、看護業務を行います。 

介  護 医師による医学的管理の下で、自立に向けた介護を行います。 

入  浴 
週２回の入浴を行います。座位の取れない方等で特別な介助を要する利用者には、

寝台浴槽で対応します。利用者の状態により、清拭に変更する場合があります。 

口腔ケア 
義歯の手入れや食後の口腔内の清掃等は、毎食後行います。ただし個人用に使用す

る義歯洗浄剤や義歯装着剤は、各自でご用意ください。 

排  泄 利用者の状況に応じた介助を行なうと共に、排泄の自立に向けた援助を行ないます。 

整  容 

寝たきり防止のため、出来る限り離床に努めます。生活のリズムを考え、毎朝夕の着

替えを行なうように努めます。個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行なわれるよ

うに援助します。シーツ交換は週１回行います。 

リハビリ訓練 

理学療法士、作業療法士等が実施します。原則としてリハビリセンター（機能訓練室）

にて行いますが、状態によってはベッド上で行うこともあります。それ以外でも施設内

の活動はリハビリ効果を図ったものです（生活リハビリ）。 

リハビリ機器 

（マシーン） 

当施設に設置されている器機は以下になります。 

自転車訓練器、足関節矯正起立台、移動式平行棒 ､歩行訓練用階段 滑車運動器、

電気温熱治療器､マット訓練台、姿勢矯正鏡、筋力マシーン等 

相  談 

利用者及びご家族等からの相談は誠意をもって対応します。施設の利用に関する相

談や介護保険に関する疑問、施設生活での希望等に答えるため、支援相談員や施設

ケアマネジャーを配置しています。また行政機関等の手続きを、家族の状況によって

は代行することも可能です。内容によっては不可能な場合もありますが、どんなことで

もまずはご相談ください。（相談窓口 生活支援係） 

レクリエーション 

行事 

必要な教養娯楽設備を整えており、施設での生活を充実させるため、レクリエー 

ションや行事を計画します。 

主なレクリエーション： 合唱、カラオケ、体操、ゲーム、塗り絵、パズル、囲碁、将棋等 

主な行事： 文化祭、納涼祭、太巻き作り、そうめん流し、誕生日会、ドライブ等 
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送  迎 

短期入所の入所・退所の際には当施設による送迎がご利用可能です。通常の送迎実

施地域は浜田市・江津市です(非該当地域についても送迎を実施する場合がありま

す)。 

 

４．利用時の留意事項 

４－（１）注意事項 

食品の持ち込み 

施設利用中は、特別な事情がない限り施設から提供される食事をお召し上がりく

ださい。食事は介護保険の給付ではありませんが、施設サービスの内容に利用者

の健康管理や栄養管理も含まれているため、食事の管理が欠かせません。そのた

め食品の持ち込みは、できるだけご遠慮願いますようご理解とご協力をお願いしま

す。ご要望等があれば、管理栄養士か生活支援係までご相談ください。 

医療機関への受診 

短期入所者への日常的な医療については、当施設の医師や看護師が担当するこ

とになっており、短期入所中は不必要に病院等に受診させてはならないことになっ

ております（厚生労働省・老健運営基準）。薬だけの処方も同様です。そして介護

保険と医療保険の調整のため、医療保険の適用にならない項目が多くあり、その

場合は１０割負担になります。そのため医療機関への受診に際しては、前もって施

設（生活支援係）にご相談ください。 

服薬について 

服薬管理は薬剤師と看護師が行います。短期入所中の服薬は、在宅で服用され

ているお薬を漏れなくご持参いただけると大変助かります。夕陽ヶ丘のお薬を服用

するときは、ジェネリック医薬品（効果や安全性は同じだがメーカーが違う薬）を使

用する場合がありますのでご了承ください。ジェネリック医薬品は、国の医療費を

抑えるため厚生労働省が推奨しています。 

入退所時の送迎 
入退所時の送迎をご希望の場合は、片道単位で有料にて行います。送迎場所は

ご自宅が原則です。送迎料金は介護給付費の算定料金に基づきます。 

面会・来訪 
面会時間は午後１４：００～午後１６：００迄です。面会時間を厳守してください。それ

以外の時間に関しては相談に応じます。 

外出・外泊 
外出の際は職員に申し出て、必ず外出許可願を提出してください。外出時間は相

談に応じます。外泊はサービスの性質上、退所扱いとなります。 

現金・貴重品 
基本的に各自で管理してください。現金の所持はできるだけ小額にして、家族等の

面会時に補充するようにしてください。紛失された場合の補償はしかねます。 

喫煙・飲酒 

令和元年 7月 1日改正健康増進法の施行により、施設内（敷地内）禁煙になりまし

た。 

飲酒は可能です。飲酒を希望される場合は、前もって相談してください。 

飲酒量に関しては、職員の指示に従ってください。 

火気の取り扱い 喫煙場所で喫煙する以外の火気の使用を禁止します。 

迷惑行為等の禁止 
騒音や大声など他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。理由もなく他の

居室等に立ち入らないでください。 

設備・器具の使用 
施設内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反するご利用

によって破損等が生じた場合は、賠償していただく場合があります。 

宗教・政治活動等 施設内で営利行為、宗教活動および政治活動等はご遠慮ください。 

動物飼育 施設内へのペットの持ち込みは基本的に禁止しております。 

 

４－（２）その他の連絡事項 

・在宅で生活している要介護・要支援の方や、ご家族に緊急な事態が発生したときは、早急な施設利用で協

力できるように努めています。 

・利用開始時に、ご利用者の介護保険証を確認させていただきます。同時に医療保険証も確認させていた

だくことがありますので、ご了承ください。 

・本人またはご家族からの求めがあれば、サービス提供記録を開示させていただきます。 

・見学を希望される方は、職員が案内させていただきますので、前もって連絡していただくと助かります。 

・見学の有無にかかわらず、簡単なパンフレットを用意しておりますので、お求めください。 
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５．協力医療機関 

当施設では、下記の医療機関にご協力をいただき、利用者に受診等の必要がある場合には、 速やかに対

応していただくようにお願いしています。 

 

・総合病院 

名 称 独立行政法人 国立病院機構 浜田医療センター 

住 所 浜田市浅井町７７７番地１２ 

電 話 ０８５５－２５－０５０５（代表） 

・歯科医院 

名 称 パール歯科 

住 所 浜田市黒川町４２２９-３ 

電 話 ０８５５－２３-３９８８ 

  

６．緊急時の対応（症状の急変及び事故発生時等） 

①施設医師が診察して、必要な処置を行います。 

②施設医師の判断により、必要があれば上記の協力医療機関又は専門的医療機関への診察を依頼しま

す。 

③家族または指定された方に、速やかに連絡して状況を説明させていただきます。  

 

７．苦情及び要望等の対応 

苦情や要望などは、下記の苦情相談窓口にご相談いただければ、速やかに対応します。 

他に、玄関に「ご意見箱」を用意しておりますので、書面にて投函していただいても構いません。 

意見箱は概ね週１回の頻度で確認しております。 

それ以外にも、行政や第三者委員に苦情相談窓口があります。 

夕陽ヶ丘の 

苦情相談窓口 
臼井 健 0855-24-8800 8：30～17：30 

行政機関の 

苦情相談窓口 

浜田市役所 健康医療対策課 

江津市役所 高齢者障害者福祉課 

浜田地区広域行政組合  

介護保険課島根県国保連  

介護保険苦情処理係   

0855-25-9320 

0855-52-7480 

0855-25-1520 

0852-21-2811 

8：30～17：15 

8：30～17：15 

8：30～17：15 

9：00～17：00 

第三者委員の 

苦情相談窓口 

花口 喜代司   

濵岡 征宏  

0855-28-2009 

0855-28-2431 

8：30～17：30 

8：30～17：30 

 

８．身体拘束廃止・虐待防止の取り組みについて 

当施設は、身体拘束の廃止に努めています。それでも自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ず身体拘束を

行う場合は、厚生労働省発出の「身体拘束ゼロへの手引き」と夕陽ヶ丘作成の「身体拘束廃止マニュアル」に

基づいて実施いたします。実施の際は事前に家族への説明と同意を得て行います。 

当施設は虐待防止のための措置を講じています。高齢者虐待防止委員会の開催、内部研修の開催、外部

研修への参加を行っています。虐待防止に関する措置を適切に実施するための専任担当者を置いていま

す。 

 

９．非常災害対策  

非常時の対応 
夕陽ヶ丘の定める消防計画に基づいて対応します。状況に応じて

柔軟に対応します。 

協力体制 
浜田市ならびに浜田市消防本部、地域の消防団と連携して対応

します。 

非常時に備えた 

訓練等 

消防法ならびに夕陽ヶ丘消防計画に則り、年２回の消防訓練及

び避難訓練を実施します。 
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非常設備の有無 

スプリンクラー 有 非常通報装置 有 

自動火災報知器 有 非常用電源 有 

誘導灯 有 ガス漏れ報知器 有 

防火扉 有 屋内消火栓 有 

防火管理者 秋満 啓輔 

 

1０．第三者評価の実施状況 

   実施なし 

 

 

１１．利用料 

利用料金には、（１）基本料金（２）加算料金（３）介護保険外の自己負担料金があります。下記は負担割合証で

1割負担の方の料金です。2割負担の方は 2倍に、3割負担の方は 3倍になります。ただし（３）介護保険外の

その他の費用は負担割合証に関係なく同一料金です。 

１１－（１）基本料金 

介護保険制度では、要介護状態等によって基本料金が異なります。以下は１日あたりの自己負担額です。 

尚、基本料金は法改正や体制の変化等で定期的に変更となりますのでご承知おきください。 

 要介護度 従来型個室 多床室 

基本料金 

（1日当たりの自己負担額） 

要支援１ ６３２円 ６７２円 

要支援２ ７７８円 ８３４円 

 

１１－（２）加算料金 

加算は、以下の全てが加算される訳ではありません。必要に応じて一部が加算されます。以下の表は、参考ま

でに一覧にしたものです。尚、加算料金は法改正や体制の変化等で定期的に変更となりますのでご承知おきく

ださい。詳しくは、生活支援係までお尋ねください。 

加 算 内 容 自 己 負 担 料 金 

夜勤職員配置加算 ２４円／日 夜勤職員の配置が基準を満たしている場合 

サービス提供体制強化加算Ⅰ ２２円／日 介護福祉士が８０％以上配置されている場合 

療養食加算 ８円／日 医師が発行する食事せんに基づき、療養食を提供した場合 

在宅復帰在宅療養支援機能加算Ⅱ ５１円／日 ６か月間において、退所者総数のうち在宅復帰した者の割

合が、５０％を超えている場合等 （基本型の場合は算定しない） 

送迎加算 １８４円／片道 送迎をご希望の場合は、片道につき加算されます 

個別リハビリテーション実施加算 ２４０円／日 １日２０分以上の個別リハビリテーションを行った場合 

緊急短期入所受入加算 
９０円／日 利用者の状態や家族の事情等により、緊急に短期入所を

受け入れた場合 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 
自己負担額に７．５％を乗じた金額（基本料金と加算の合計金額） 

介護職員の処遇改善について計画的に取り組んでいる場合 

 

 

１１－（３）介護保険外のその他の費用 

以下の料金は、「売店」を除き、施設利用料の請求時に、施設利用料に足して請求させていただきます。都度の

現金精算はいたしません。売店だけは、利用者と商店で直接現金での購入になります。 

内  容 自 己 負 担 料 金 

食   費 

１，８３０円／日 （朝食４２０円 昼食７４０円 夕食６７０円） 

朝・昼・夕の３食を食べられた場合は、規定の食費１，８３０円をいただきます。 

外出等で欠食された場合は、実際に食べられた費用を請求させていただきます。 

居 住 費 
多床室 （４人部屋） ：   ４３７円／日 

従来型個室      ： １，７２８円／日（トイレは２部屋の共用となります） 
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理   容 

ユキ美容室の出張理容です。 

毎月第２月曜日と第４月曜日の午前中にサービスの提供があります。２，２００円～/カッ

ト。毛染・パーマ等も希望されれば可能です。料金は業者の設定ですので、予告なく変更

することがあります。家族や他業者が来訪して散髪することも可能です。 

クリーニング代 

チャームランドリーのクリーニングです。 

寝巻１３０円 上衣・ズボン１００円  肌着・パンツ・バスタオル６０円 靴下（片足）２０円 

フェイスタオル３０円等。料金は業者の設定ですので、予告なく変更することがあります。 

洗濯機・乾燥機 

使用料 

１００円／回  洗濯機のみの利用時 

３００円／回  洗濯機と乾燥機の利用時 

個人の洗濯物を、施設内の洗濯機・乾燥機を利用された場合にお支払いいただきます。 

基本的に職員が代行して洗濯することは致しません。 

コンセント使用料 
１１０円／日 テレビ・アンカ・電気毛布等をご使用になられる際に、使用一品目ごとにお支

払いいただきます。 

予防接種費 

１，０００円～３，０００／回 （行政の指導料金に基づきます） 

入所の方で予防接種等を希望された場合に、予防接種に係る費用としてお支払いいただ

きます。 

売  店 
みあけ食料品店の出張売店をご利用いただけます。 

毎週水曜日と土曜日の午後３時から約３０分間売店の提供があります。 

 

 

１２．介護保険負担限度額制度 

上記１０－（３）の「食費」と「居住費」においては、利用者負担を軽減する制度が設けられています。この制度は

公的な制度であり、所得に応じて第１段階から第４段階まで設けられています。各段階の決定は市町村が行い

ます。介護老人保健施設が決定することは出来ません。 

第１段階～第４段階の認定を受けるには、利用者あるいは代理の方が、利用者の住所地の市町村に申請する

必要があります。認定が下りれば「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。入所（短期含む）の際は、必

ず「介護保険負担限度額認定証」をその都度提示してください。また、介護保険負担限度額認定証は、１年に１

度必ず更新する必要があります。各市町村から申請の案内が届いたら速やかに手続きを行い、介護保険負担

限度額認定証が届いたら速やかに認定証を夕陽ヶ丘までご持参ください。 

 

第１段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者。又は生活保護の受給者。 

第２段階 
本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収

入額が ８０万円以下の人 

第３段階① 
本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収

入額が ８０万円超１２０万円以下の人 

第３段階② 
本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収

入額が １２０万円超の人 

第４段階 上記に該当しない方。介護保険負担限度額認定証の交付はされません。 

 

 

負担額一覧表（1日当たり） 

負担段階 食  費 
居  住  費 

多床室 従来型個室 

第１段階の方 ３００円 ０円 ５５０円 

第２段階の方 ６００円 ４３０円 ５５０円 

第３段階①の方 １，０００円 ４３０円 １，３７０円 

第３段階②の方 １，３００円 ４３０円 １，３７０円 

第４段階の方 １，８３０円 ４３７円 １，７２８円 
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１３．支払い方法 

・毎月１０日前後には前月分の請求書を発行しますので、その月の２０日までには請求額のお支払いをお願い

します。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

・お支払い方法は、①現金②金融機関からの振込③口座自動引き落としの３方法があります。入所契約時にお

選びください。利用の途中に変更することも可能です。 

 

 

 

 

夕陽ヶ丘 介護予防短期入所療養介護 重要事項確認書 

 

本書面の内容を証するため、本書２通を作成し、契約者と当施設が記名押印のうえ、各１通を保有するものとし

ます。 

 

私は、介護予防短期入所療養介護を提供するにあたり、利用者に対し、本書面に基づいて重要な事項を説明

しました。 

 

住  所  島根県浜田市国分町９５５番地１ 

施設名  介護老人保健施設 夕陽ヶ丘 

                                       

          

 説明者                            印    

 

私は、介護予防短期入所療養介護を利用するにあたり、上記説明者から本書面を受領し、これらの内容に

関して説明を受け同意しました。 

 

 

令和    年    月    日 

 

 

利用者     住  所                                    

 

氏  名                               印    

 

 

 

契約者     住  所                                    

            (連帯保証人を兼ねる) 

氏  名                               印    

続柄 （               ） 

 

 

代理人     住  所                                    

            (連帯保証人を兼ねる) 

氏  名                               印    

続柄 （               ） 
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重 要 事 項 説 明 書 

 

【 通所リハビリテーション 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護老人保健施設 夕陽ヶ丘 
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通所リハビリテーション  重要事項説明書 

 

１．法人の名称        社会福祉法人 恵心会 

代表者（理事長）     大橋 清秀 

施設の名称        介護老人保健施設 夕陽ヶ丘 

所在地          浜田市国分町９５５番地１ 

施設長            中村 誠司 

TEL番号         ０８５５ー２４－８８００ 

FAX番号         ０８５５ー２４－８８０１ 

 

２．利用定員 

通所リハビリテーション         ３５人 

介護予防通所リハビリテーション     上記定員に含む 

 

３．営業日と営業時間 

営業日  毎週 月曜日から土曜日 

休 日  日曜日、 12月 31日から 1月 3日まで 

それ以外に非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に休業することがあります。 

   営業時間 9:30～16:00 

 

４．サービスの実施地域 

浜田市、江津市 

 

５．併せて実施する事業 

介護老人保健施設             ６０人 

短期入所療養介護 （予防含）          空床利用による 

訪問リハビリテーション（予防含） 

居宅介護支援（予防含） 

 

６．基本理念と事業の目的及び運営方針 

（基本理念） 

ご家族や地域の人々と協力し、ご利用者が快適で自立した在宅生活を営むことができるように支援する

とともに、地域に愛され信頼されるサービスを提供します。 

（目的） 

介護を必要とする要介護者及び要支援者に対して、明るく家庭的な雰囲気の中で生きがいを持てる家庭

生活を送れることができるよう、リハビリテーションや日常生活サービスを提供することを目的としま

す。 

（運営方針） 

① 医師の指示及び通所リハビリテーション計画に基づき、ご利用者の心の機能維持・回復を図り、快適

で自立した在宅生活を営むことが出来るよう努めます。 

 

②リハビリテーションの観点から、必要とされる事項について、ご利用者又はご家族に理解しやすいよ

うに説明ならびに指導を行います。 

③常にご利用者の心身の状況、病状および置かれている環境の把握に努め､適切なサービスの提供が行え

るように努めます。 
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７．施設の概要と設備 

敷 地 面 積        ８、７３３.００㎡ 

建 物   構  造     鉄骨造１階建（耐火建築） 

    〃    延床面積     ２、９８４.９㎡（入所を含む総面積） 

  設備の種類 

   デイルーム    １  室   ２６８.５㎡  １人あたりの面積 ７.７㎡ 

   機能訓練室    １ 室   １９２.８㎡    〃      ６.７㎡ 

診察室      １ 室   １６㎡ 

薬剤室      １ 室   １６㎡ 

 

８．職員の配置（状況によって下記の員数は前後しますが、指定基準以上は配置しています） 

 

従業者の職種 員数 
区 分  

職務の内容 常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

施設長 1 1    施設運営を統括する 

医師 2 1   1 診療及び医学的管理 

介護職員 9 8  1  介護業務、レクリエーション等 

看護職員 1 1    看護業務、体調管理等 

理学･作業療法士 6  6   リハビリ訓練等 

管理栄養士 1 1    献立作成、栄養指導等 

送迎運転手 1    1 送迎時の運転業務 

  

９．サービスの内容 

介護保険内サービス 

排 泄 ・ご利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行なうと共に、排泄の自立についても適切な

援助を行ないます。 

入 浴 ・ケアプランに基づき入浴を行ないます。 

リハビリ ・理学療法士等によリ、ご利用者の状況に適合したリハビリを行い、身体機能の低下防止

するよう努めます。 

   当施設の保有するリハビリ器具 

パワーリハビリ機器４種＝足関節矯正起立台、移動式平行棒、歩行訓練用階段、滑車運動器 

その他の器機＝電気温熱治療器､マット訓練台、姿勢矯正鏡等 

介護保険外サービス 

   昼 食 ・管理栄養士の献立により、本人にあった食事形態で提供します。 

  

１０．利用料（利用料には 1基本料金、2加算料金、3介護保険外のその他の費用があります。 

下記は負担割合証で 1 割負担の方の料金です。それ以外の方は負担割合証の割合によって利用料 が

変わります。 

 

（１） 基本料金 

  （6時間以上 7時間未満） 

要介護１     715円 

   要介護２     850円 

   要介護３     981円 

  要介護４     1.137円 

  要介護５     1.290円 

 

（２）加算料金 
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・入浴介助加算（Ⅰ）          40円  入浴介助を行った場合 

 

   ・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)         22円  介護職員の総数の内、介護福祉士の占める割合が

70％以上である場合 

 

   ・介護職員処遇改善加算Ⅰ                 自己負担額に 8.6%を乗じた金額 

                           介護職員の賃金改善に関する計画を策定し適切

な処置を講じている場合 

 

・中重度者ケア体制加算         20 円  中重度の要介護者を受け入れる体制を構築した

場合 

 

・退院時共同指導加算          600 円  病院又は診療所から退院する際、医師・理学療

法士・作業療法士等が退院前カンファレンスに

参加し退院時共同指導を行い、当該利用者に初

回のリハビリテーションを行った場合 

 

※上記の加算はすべてが加算される訳ではなく、必要に応じて一部が加算されます。 

基本料金、加算料金は法改正や体制の変化等で定期的に変更となりますのでご承知おきください。 

 

 

（３）介護保険外のその他の費用 

     食  費               740円    昼 1食 

     おむつ代              実費相当額 

                     

１１．苦情及び要望等の対応 

   苦情や要望は、下記の苦情相談窓口にご相談いただければ、速やかに対応します。 

苦情相談窓口  秋満 啓輔   0855-24-8800     8:30～17:30 

ご利用方法    面談でもお電話でも書面でも受け付けます。 

              書面の場合は、玄関の「ご意見箱」をご利用されても構いません。 

 

   第三者委員への相談 

     第三者委員      花口 喜代司   0855-28-2009    8:30～17:30 

               濵岡 征宏    0855-28-2431    8:30～17:30 

   行政機関への相談 

     浜田市役所 (健康医療対策課)    0855-25-9320    8:30～17:15 

江津市役所 (健康医療対策課)    0855-52-2501    8:30～17:15 

浜田地区広域行政組合 (介護保険課) 0855-25-1520    8:30～17:15 

島根県国保連合会 介護サービス苦情相談窓口 0852-21-2811  9:00～17:00 

    

１２．協力医療機関 

    名称         ・独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター 

    所在地            ・浜田市浅井町 777番地 12 

    電話番号          ・0855-25-0505 
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    名称         ・パール歯科    

所在地            ・浜田市黒川町 4229-3 

    電話番号          ・0855-23-3988 

 

１３．緊急時の対応（症状の急変が生じた場合等） 

    ・施設医師が、診察ならびに処置を行います。 

    ・状況によって、主治医へ連絡を行います。 

   ・施設医師の判断により、必要があれば病院に搬送します。 

    ・必要に応じて適宜ご家族や関係機関へ連絡します。 

 

１４．事故時の対応 

    ・施設医師が、診察ならびに処置を行います。 

   ・施設医師の判断により、必要があれば病院に搬送します。 

    ・必要に応じて適宜ご家族や関係機関へ連絡します。 

 

 

１５．非常災害時の対応（対策） 

     ・夕陽ヶ丘に定める消防計画に則り対応します。     

・浜田地区消防本部、浜田地区広域行政組合と連携して対応します。 

・夕陽ヶ丘に定める消防計画に則り年２回の避難訓練を実施します。 

 

非常設備の有無     

          スプリンクラー  有り 自動火災報知器 有り  非常通報装置  有り 

     非常用電源       有り 誘導灯         有り  防火扉     有り 

     屋内消火栓    有り ガス漏れ報知器 有り 

防火管理者  秋満 啓輔 

 

１６．秘密保持について 

当施設の職員は、業務上知り得た個人情報を、在職中及び退職後においても、正当な理由なく第三者

に漏らしません。 

 

１７．個人情報の保護について 

  通所リハビリテーションを提供するに当たって、利用者の個人情報を、協力病院その他関係機関に対

し必要最小限使用することがあります。個人情報の取り扱いにあたっては、別紙「個人情報の使用に

係る同意書」に基づいて、利用目的並びに期間及び使用条件を定めて使用させていだたきます。なお

利用者並びにご家族の同意書を頂いた上で取り扱わせて頂きます。 

 

１８．第三者評価の実施状況 

   実施なし 

 

１９．サービス利用に当たっての留意事項 

  医療機関への受診  医療機関への受診は、介護保険給付の対象になりません。 

   

 設備、器具の利用  施設内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利

用により破損等が生じた場合は、賠償していただく場合もあります。 
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 喫煙、飲酒      令和元年 7月 1日改正健康増進法の施行により、施設内（敷地内）禁煙になりま

した。飲酒もできません。 

    

 迷惑行為等         騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、むやみに施設入所

者の居室等に立ち入らないで下さい。 

  

   所持品の管理     基本的には各自で管理して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、通所リハビリテーションを利用するに当たり、利用者に対して本書面に基づいて重要な事項を説明し

ました。                       介護老人保健施設 夕陽ヶ丘 

 

説明者           

 

私は、通所リハビリテーションを利用するに当たり、上記説明者から本書面を受領し、これらの内容に関し

て説明を受け同意しました。 

 

   令和   年   月   日 

 

   

利用者    住 所                       

 

               氏 名                         

 

 

ご家族          住 所                       

（連帯保証人を兼ねる）  

               氏 名                       

              （続柄            ） 

 

  代理人          住 所                       

 （連帯保証人を兼ねる） 

               氏 名                       

               （続柄            ） 

 

注 通所利用契約における、施設使用の際の留意事項を含む。 
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重 要 事 項 説 明 書 

 

【 介護予防通所リハビリテーション 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護老人保健施設 夕陽ヶ丘 
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介護予防通所リハビリテーション  重要事項説明書 

 

１．法人の名称        社会福祉法人 恵心会 

代表者（理事長）     大橋 清秀 

施設の名称        介護老人保健施設 夕陽ヶ丘 

所在地          浜田市国分町９５５番地１ 

施設長            中村 誠司 

TEL番号         ０８５５ー２４－８８００ 

FAX番号         ０８５５ー２４－８８０１ 

 

２．利用定員 

通所リハビリテーション         ３５人 

介護予防通所リハビリテーション     上記定員に含む 

 

３．営業日と営業時間 

営業日  毎週 月曜日から土曜日 

休 日  日曜日、 12月31日から1月3日まで 

それ以外に非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に休業することがあります。 

   営業時間 9:30～16:00 

 

４．サービスの実施地域 

浜田市、江津市 

 

５．併せて実施する事業 

介護老人保健施設             ６０人 

短期入所療養介護 （予防含）          空床利用による 

訪問リハビリテーション（予防含） 

居宅介護支援（予防含） 

 

６．基本理念と事業の目的及び運営方針 

（基本理念） 

ご家族や地域の人々と協力し、ご利用者が快適で自立した在宅生活を営むことができるように支援するとと

もに、地域に愛され信頼されるサービスを提供します。 

（目的） 

介護を必要とする要介護者及び要支援者に対して、明るく家庭的な雰囲気の中で生きがいを持てる家庭生活

を送れることができるよう、リハビリテーションや日常生活サービスを提供することを目的とします。 

（運営方針） 

①医師の指示及び通所リハビリテーション計画に基づき、ご利用者の心の機能維持・回復を図り、快適で自

立した在宅生活を営むことが出来るよう努めます。 

 

②リハビリテーションの観点から、必要とされる事項について、ご利用者又はご家族に理解しやすいように

説明ならびに指導を行います。 

③常にご利用者の心身の状況、病状および置かれている環境の把握に努め､適切なサービスの提供が行えるよ

うに努めます。 
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７．施設の概要と設備 

敷 地 面 積        ８、７３３.００㎡ 

建 物   構  造     鉄骨造１階建（耐火建築） 

    〃    延床面積     ２、９８４.９㎡（入所を含む総面積） 

 設備の種類 

   デイルーム    １  室   ２６８.５㎡  １人あたりの面積 ７.７㎡ 

   機能訓練室    １ 室   １９２.８㎡    〃      ６.７㎡ 

診察室      １ 室   １６㎡ 

薬剤室      １ 室   １６㎡ 

 

８．職員の配置（状況によって下記の員数は前後しますが、指定基準以上は配置しています） 

 

従業者の職種 

員

数 

区 分  

職務の内容 常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

施設長 1 1    施設運営を統括する 

医師 2 1   1 診療及び医学的管理 

介護職員 9 8   1  介護業務、レクリエーション等 

看護職員 1 1    看護業務、体調管理等 

理学･作業療法士 6  6   リハビリ訓練等 

管理栄養士 1 1    献立作成、栄養指導等 

送迎運転手 1    1 送迎時の運転業務 

 

９．サービスの内容 

介護保険内サービス 

排 泄 ・ご利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行なうと共に、排泄の自立についても適切な援助

を行ないます。 

入 浴 ・ケアプランに基づき入浴を行ないます。 

リハビリ ・理学療法士等によリ、ご利用者の状況に適合したリハビリを行い、身体機能の低下防止する

よう努めます。 

    当施設の保有するリハビリ器具 

パワーリハビリ機器４種＝足関節矯正起立台、移動式平行棒、歩行訓練用階段、滑車運動器 

その他の器機＝電気温熱治療器､マット訓練台、姿勢矯正鏡等 

介護保険外サービス 

昼 食 ・管理栄養士の献立により、本人にあった食事形態で提供します。 

  

１０．利用料（利用料には1基本料金、2加算料金、3介護保険外のその他の費用があります。 

下記は負担割合証で1割負担の方の料金です。それ以外の方は負担割合証の割合によって利用料 が変わ

ります。 

 

（１）基本料金 

要支援１     2.268円 

要支援２     4.228円    

 

（２）加算料金 

 

  ・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 要支援1  88円  介護職員の総数の内、介護福祉士の占める割  

                            合が70％以上である場合  

                                    要支援2 176円       〃 
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・介護職員処遇改善加算Ⅰ             自己負担額に8.6%を乗じた金額 

                           介護職員の賃金改善に関する計画を策定し適切な処

置を講じている場合 

 

・退院時共同指導加算       600円      病院又は診療所から退院する際、医師・理学療法士・

作業療法士等が退院前カンファレンスに参加し退院

時共同指導を行い、当該利用者に初回のリハビリテー

ションを行った場合 

 

  ・利用を開始した日の属する月から           要支援1 1.200円 減算  

   起算して12カ月を超えた期間に            要支援2 2.400円 減算 

   介護予防通所リハビリテーション 

   を行った場合 

 

 

※上記の加算はすべてが加算される訳ではなく、必要に応じて一部が加算されます。 

基本料金、加算料金は法改正や体制の変化等で定期的に変更となりますのでご承知おきください。 

 

 

 

（３）介護保険外のその他の費用 

     食  費               740円    昼1食 

     おむつ代             実費相当額 

                     

 

 

 

１１．苦情及び要望等の対応 

   苦情や要望は、下記の苦情相談窓口にご相談いただければ、速やかに対応します。 

苦情相談窓口  秋満 啓輔     0855-24-8800      8:30～17:30 

ご利用方法    面談でもお電話でも書面でも受け付けます。 

              書面の場合は、玄関の「ご意見箱」をご利用されても構いません。 

 

   第三者委員への相談 

     第三者委員      花口 喜代司   0855-28-2009    8:30～17:30 

               濵岡 征宏    0855-28-2431    8:30～17:30 

   行政機関への相談 

     浜田市役所 (健康医療対策課)    0855-25-9320    8:30～17:15 

江津市役所 (健康医療対策課)    0855-52-2501    8:30～17:15 

浜田地区広域行政組合 (介護保険課) 0855-25-1520    8:30～17:15 

島根県国保連合会 介護サービス苦情相談窓口 0852-21-2811  9:00～17:00 

    

１２．協力医療機関 

    名称         独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター 

    所在地            浜田市浅井町 777番地12 

    電話番号          0855-25-0505 
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 名称       パール歯科    

所在地            浜田市黒川町 4229-3 

    電話番号          0855-23-3988 

 

１３.  緊急時の対応（症状の急変が生じた場合等） 

    ・施設医師が、診察ならびに処置を行います。 

    ・状況によって、主治医へ連絡を行います。 

   ・施設医師の判断により、必要があれば病院に搬送します。 

    ・必要に応じて適宜ご家族や関係機関へ連絡します。 

 

１４．事故時の対応 

    ・施設医師が、診察ならびに処置を行います。 

   ・施設医師の判断により、必要があれば病院に搬送します。 

    ・必要に応じて適宜ご家族や関係機関へ連絡します。 

 

１５．非常災害時の対応（対策） 

     ・夕陽ヶ丘に定める消防計画に則り対応します。     

・浜田地区消防本部、浜田地区広域行政組合と連携して対応します。 

・夕陽ヶ丘に定める消防計画に則り年２回の避難訓練を実施します。 

 

非常設備の有無     

          スプリンクラー  有り 自動火災報知器 有り  非常通報装置  有り 

     非常用電源       有り 誘導灯         有り  防火扉     有り 

     屋内消火栓    有り ガス漏れ報知器 有り 

防火管理者  秋満 啓輔 

 

１６．秘密保持について 

当施設の職員は、業務上知り得た個人情報を、在職中及び退職後においても、正当な理由なく第三者に漏

らしません。  

 

１７．個人情報の保護について 

  通所リハビリテーションを提供するに当たって、利用者の個人情報を、協力病院その他関係機関に対し必

要最小限使用することがあります。個人情報の取り扱いにあたっては、別紙「個人情報の使用に係る同意

書」に基づいて、利用目的並びに期間及び使用条件を定めて使用させていだたきます。なお利用者並びに

ご家族の同意書を頂いた上で取り扱わせて頂きます。 

 

１８．第三者評価の実施状況 

   実施なし 

 

１９．サービス利用に当たっての留意事項 

  医療機関への受診  医療機関への受診は、介護保険給付の対象になりません。 

   設備・器具の利用  施設内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用に

より破損等が生じた場合は、賠償していただく場合もあります。 

     喫煙・飲酒       令和元年7月1日改正健康増進法の施行により、施設内（敷地内）禁煙になりました。

飲酒はできません。 

    迷惑行為等         騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、むやみに施設入所者の

居室等に立ち入らないで下さい。 

    所持品の管理      基本的には各自で管理して下さい。 
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私は、通所リハビリテーションを利用するに当たり、利用者に対して本書面に基づいて重要な事項を説明しまし

た。                       

 

                                  介護老人保健施設 夕陽ヶ丘 

 

説明者            

 

私は、通所リハビリテーションを利用するに当たり、上記説明者から本書面を受領し、これらの内容に関して説

明を受け同意しました。 

 

   令和   年   月   日 

 

利用者          住 所                                  

 

               氏 名                            

 

 

ご家族          住 所                                       

（連帯保証人を兼ねる）  

               氏 名                                        

              （続柄            ） 

 

  代理人          住 所                                                 

 （連帯保証人を兼ねる） 

               氏 名                               

               （続柄            ） 

 

注 通所利用契約における、施設使用の際の留意事項を含む。 
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令和6年6月 

 

 

 

 

訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 

介護予防訪問リハビリテーション 

重 要 事 項 説 明 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護老人保健施設 夕陽ヶ丘 
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介護老人保健施設「夕陽ヶ丘」訪問リハビリテーション 

（介護予防）訪問リハビリテーション 重要事項説明書 

 

サービス提供の開始にあたり、当「夕陽ヶ丘訪問リハビリテーション事業所」からあなたに説明すべき事項は次の

とおりです。 

 

１．訪問リハビリテーションを提供する法人 

 

法人の名称         社会福祉法人 恵心会 

所在地        浜田市国分町９５５番地１ 

代表者氏名          大橋  清秀 

電話番号  （０８５５）２４ー８８００ 

ＦＡＸ番号      （０８５５）２４ー８８０１ 

ホームページアドレス  http://www.yuuhigaoka.org/ 

 

２．サービス提供をする事業所 

 

事業所の名称  夕陽ヶ丘訪問リハビリテーション 

指定年月日 平成 20年 6月 1日 

所在地        浜田市国分町９５５番地１ 

電話番号         （０８５５）２４ー８８００ 

ＦＡＸ番号     （０８５５）２４ー８８０１ 

指定事業者番号 ３２７０７００７９６ 

管理者          浜本 麻未 

通常事業実施地域 浜田市、江津市 

 

（１） 法人があわせて実施する事業 

 

事 業 の 種 類 事 業 所 名 
 指定事業所 利  用 

 番     号 定  員 

介護保健施設サービス 

介護老人保健施設夕陽ヶ丘 3250780008 

６０人  短期入所療養介護 

 介護予防短期入所療養介護 

 通所リハビリテーション 
３５人 

 介護予防通所リハビリテーション 

 居宅介護支援 夕陽ヶ丘居宅介護支援事業所 3270700333   

 

（２）訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）の目的、運営方針 

 

 [訪問リハビリテーションの目的）] 

身体機能の維持・向上だけでなく、歩行訓練やトイレの動作練習、入浴の動作練習等日常生活に直結した働き

かけを行います。又ご家族に対する提案や住宅改修・福祉用具についてのアドバイス、ご利用者様一人一人の

身体能力に応じた運動指導も必要に応じて行います。 
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 [訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）の運営方針] 

訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）サービスの提供に当っては医師の指示及び訪問リハ

ビリテーション（介護予防サービス）計画に基づき、ご利用者の心身の機能回復・維持を図り快適で自立した在

宅生活を営むことが出来るよう適切に行います。 

訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）サービスの提供に当っては、親切丁寧に行う事を旨

とし､ご利用者又はご家族に、リハビリテーションの観点から必要とされる事項について理解しやすいよう、指導

又は説明をします。 

  サービスの提供に当っては、常にご利用者の心身の状況、病状および置かれている環境の的確な把握に努め､

適切なサービスの提供に努めます。認知症の状態にあるご利用者に対しては､ご利用者の特性に応じたサービ

ス提供体制を整えます。 

 

（３）事業所窓口の営業日、営業時間 

 

営業日    月曜日から金曜日まで 

            但し、祝日、年末年始（12/29～1/3）は休日とする。 

   営業時間   8時 30分～17時 30分  

  

（４）サービス提供日、提供時間 

 

提 供 日  月、火、水、金曜日 
  但し、祝日、年末年始（12/29～1/3）は休日とする。 

提供時間  月、水、金曜日は 13時 30分～17時 30分 
  火曜日は 8時 30分～17時 30分 

 

（５）職員配置（状況によって下記の員数は前後しますが、指定基準以上は配置しています） 

管理者 浜本麻未 

従業者の職種 員数 

区分 

職務の内容 常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

医師 1 1    診療及び医学的管理 

理学・作業療法士 6  6   リハビリ訓練等 

 

（６）サービス内容 

医師 ： 診察により利用者の状態を正確に把握し理学療法士等に適切な指示を出し、医学的管理を行います。 

理学・作業療法士 ： 医師の指示及び訪問リハビリテーション（介護予防サービス）計画に基づき、ご利用者の心身

の機能回復・維持を図り快適で自立した在宅生活を営むことが出来るよう適切に行います。 

３．訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）のご利用について 

(1)介護保険証の確認 

   ご利用のお申込みにあたり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

(2)（介護予防）訪問リハビリテーションについての概要 

  （介護予防）訪問リハビリテーションは、要介護者（介護予防訪問リハビリテーションにあっては要支援者）の家庭

等での生活を継続させるために立案された居宅サービス（介護予防サービス）計画に基づき、当施設をご利用いた

だき、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図るために

提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わる医師及び理学療法士の協議によって、（介

護予防）訪問リハビリテーション計画が作成されますが、その際、利用者・ご家族等の希望を十分に取り入れ、また、

計画の内容については同意をいただくようになります。 
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４．提供するサービス内容、料金、利用料について 

（１）提供するサービス内容について 

サービス区分と種類 サービスの内容 

  利用者が可能な限り在宅において、その有する能力に応じ 

 訪問リハビリテーション  自立した日常生活を営むことができるよう、 

 介護予防訪問  理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行 

   リハビリテーション  うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、生活機 

   能の維持、向上をめざします。 

 

（２） 介護保険給付の自己負担額  (１割負担の場合)   

① 訪問リハビリテーション   

    区      分 利   用   料   金 

   308円/回 

訪問リハビリテーション費  通院等が困難な利用者に対して、理学療法士等が医師の指示 

   に基づき、1回につき20分以上の訪問リハビリテーションを実 

   施した場合。  

  6円/回 

 サービス提供体制  リハビリテーションを直接提供する理学療法士等のうち勤続 7年 

 強化加算（Ⅰ）       以上の者が配置されている場合。 
  

退院時共同指導加算 

 600円/回 

 病院又は診療所から退院する利用者について、退院時に事業所 

 の医師、理学療法士等が退院前カンファレンスに参加し、退院時 

 共同指導を行った後に当該利用者に初回の訪問リハビリテーショ 

  ンを行った場合。 

 

② 介護予防訪問リハビリテーション 

    区      分 利   用   料   金 

   298円/回 

訪問リハビリテーション費  通院等が困難な利用者に対して、理学療法士等が医師の指示 

    に基づき、1回につき20分以上の訪問リハビリテーションを実 

    施した場合。  

   6円/回 

 サービス提供体制  リハビリテーションを直接提供する理学療法士等のうち勤続 7年 

 強化加算（Ⅰ）       以上の者が配置されている場合。 
  

退院時共同指導加算 

 600円/回 

 病院又は診療所から退院する利用者について、退院時に事業所 

 の医師、理学療法士等が退院前カンファレンスに参加し、退院時 

 共同指導を行った後に当該利用者に初回の訪問リハビリテーショ  

 ンを行った場合。 

※２割負担の場合は２倍、３割負担は３倍になります。 
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※提供時間は実際のサービス時間であり、居宅サービス計画に定める時間によるものとします。 

※短期集中リハビリテーション実施加算の料金は病院・施設から退院・退所、もしくは初めて要介護・要支援の認定

を受けた日から 3か月以内の期間で、1週間に 2回以上訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーショ

ン）を行った場合に、1回当たり 200円が加算されます。 

 

５．その他の費用について 

  区   分                  利   用   料   金 

  交通費   利用者の居宅が通常の事業実施地域以外の場合、交通費を実費請求いたします。 

（通常の事業実施地域を超えた距離１kmにつき 30円） 

  光熱費   サービス提供にあたり必要となる利用者宅で使用する電気、ガス、水道の費用は 

          利用者の負担となります。 

 

 

６．支払い方法 

・毎月１０日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の２０日までにお支払いください。お支払いいた

だきますと領収書を発行いたします。（施設の実状に合わせて利用日毎に清算する方法としても可） 

・お支払い方法は、現金、銀行振込、金融機関口座自動引き落としの３方法があります。利用申込み時にお選び

ください。 

 

 

７． 緊急時の対応方法について 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う

等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。 

８． 事故発生時の対応について 

利用者に対する訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）の提供により事故が発生した場合は、

市町村、利用者の家族、利用者に係る介護予防支援事業者（地域包括支援センターより介護予防支援の業務を

受託している居宅介護支援事業者を含む。以下同じ。）等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）の提供により賠償すべき事故

が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います 

 

 

９． 第三者評価の実施状況 

 なし 

 

１０．要望及び苦情等の相談については下記のとおりです。 

当施設への苦情相談 

苦情相談窓口    浜本 麻未 

苦情解決責任者   中村 誠司 

連絡先         0855-24-8800 

関係行政機関への相談 

健康医療対策課      0855-25-9320    8:30～17:15 

江津市健康医療対策課  0855-52-2501   8:30～17:15 

浜田地区広域行政組合  0855-25-1520   8:30～17:15 

島根県国保連合会介護保険苦情処理係 

       0852-21-2811   9:00～17:00 

第三者委員への相談 
花口 喜代司   0855-28-2009 

濵岡 征宏     0855-28-2431 
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１１．介護相談員制度 

   介護の相談について下記の制度をご利用いただけます。 

    名   称    浜田市介護相談員派遣制度 

    所 在 地     浜田地区広域行政組合介護保険課  

    電話番号     ０８５５－２２－２６１２ 

    受付時間     介護相談員来所時 

 

当施設には支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。 

（電話０８５５－２４－８８００  内線１３） 

要望や苦情などは、苦情相談窓口にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、玄関に備えつけられ

た「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。 

 

１２．その他 

当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 
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介護老人保健施設「夕陽ヶ丘」訪問リハビリテーション 

（介護予防訪問リハビリテーション）重要事項説明確認書 

  

介護老人保健施設「夕陽ヶ丘」訪問（介護予防訪問）リハビリテーションの提供にあたり、利用者に対して本

書面に基づいて、重要な事項を説明しました。 

 

事業者 所在地  島根県浜田市国分町９５５番地１ 

                               名  称  社会福祉法人 恵心会 

介護老人保健施設 夕陽ヶ丘 

                                       理事長      大 橋   清 秀 

                         

  説明者                       ㊞   

 

私は、介護老人保健施設夕陽ヶ丘訪問（介護予防訪問リハビリテーション）を利用するにあたり、事業者から

本書面を受領し、これらの内容に関して担当者による説明を受け同意しました。 

 

令和    年    月    日 

 

 

利用者       

 

住  所                                             

 

 

氏  名                                  

 

代理人 

 

     住  所                                            

 

 

氏  名                                 

                         利用者との関係 （              ） 

 

ご家族 

 

     住  所                                           

 

 

氏  名                                 

                          利用者との関係 （              ） 
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重要事項説明書

夕陽ヶ丘　指定居宅介護支援事業所

当事業所は介護保険の指定を受けています

（ 島根県指定　第３２７０７００３３３号 ）

社会福祉法人　恵心会
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１、事業者・当法人の概要

２、事業所の概要

３、営業日・営業時間

４、事業所の職員体制

５、目的

重要事項説明書

法　　　人　　　名 社会福祉法人　恵心会

代　表　者　氏　名 理事長　大橋　清秀　

所　　　在　　　地 〒697-0003　   島根県浜田市国分町９５５番地１

事　  業　  所　  名 夕陽ヶ丘　指定居宅介護支援事業所

介 護 保 険 指 定 番 号 ３２７０７００３３３　（ Ｈ１３年１月１日　指定 ）

代　表　者　氏　名 新田　優美

電  　話  　番　  号 ０８５５－２４－８８００

Ｆ          Ａ          Ｘ ０８５５－２４－８８０１

併　設　事　業　所
介護老人保健施設夕陽ヶ丘 夕陽ヶ丘通所リハビリテーション

(介護予防)短期入所療養介護 夕陽ヶ丘訪問リハビリテーション

サービスを提供する地域 浜田市（弥栄町、旭町を除く）・江津市波子町

営  業  日  及  び  時  間 月曜日～金曜日　８時３０分～１７時３０分

休　　　　業　　　　日
土・日曜日、国民の祝日に関する法律による休日及び
１２月２９日～１月３日（祝日法による休日を除く）

所　　　在　　　地 〒697-0003　島根県浜田市国分町９５５番地１

電  　話  　番　  号 ０８５５－２４－８２８２

Ｆ          Ａ          Ｘ ０８５５－２４－８２６１

夜 間  ・  休 日 に つ い て

営業時間外や、上記の休業日以外でも常時（２４時間）連絡が取れる体
制をとっています。

介護老人保健施設　夕陽ヶ丘：　０８５５－２４－８８００

※ご利用者様から連絡を受けた夜間勤務職員が、担当ケアマネジャーへ
連絡する事により速やかな対応を致します。

職　務　内　容 常　　勤 非  常  勤 計

管 　 　理　 　 者 事業の管理・運営全般 １名(兼務) １名

主任介護支援専門員 介護支援専門員に対する指導・助言等 １名(兼務) 1名

介 護 支 援 専 門 員 居宅介護支援に関する業務 ３名 1名 ４名

　本事業所は、介護保険法（平成9年12月法律第123号（以下「法」という。）の基準原理に基づくと共
に高齢者が自立した日常生活を営むことができるよう、又介護を要する高齢者に対して、介護相談、介護
計画等の支援をすることを目的とする。
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６、運営方針

１、

２、

３、

４、

５、

７、提供するサービスの内容

様（以下「利用者」という。)に提供するサービスの内容は、居宅介護支援です。

（１）居宅支援の内容

・ 居宅サービス計画の作成

①ご自宅を訪問し、利用者やご家族からお話しをお聞きします。

　（必要に応じて主治医に意見をお尋ねする場合があります）

②利用者とご家族の希望を踏まえた計画を基に自宅にて、関係事業所と共に話し合いを行います。

・ 少なくとも毎月１回は自宅訪問し、サービス提供状況や心身の状態についての把握

・ 情報の提供と相談、苦情の対応

・ 要介護（要支援）認定の申請、更新・変更申請時の代行

・ 関連事業者等の連絡調整

・ 給付管理票の作成、提出

・ 介護保険施設に入所を希望される場合の情報提供等必要な支援　

（２）テレビ電話装置等を活用したモニタリングの実施

・ 利用者の状態が安定している事を前提として実施します。

・ 実施にあたっては、主治医及びサービス事業者等の合意を得ます。

・ ２ヶ月に１回は利用者の居宅を訪問して面接を行います。

・

８、介護支援専門員の交代等

（１）　利用者は、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出る事ができます。

（２）

　事業所は、被保険者が要介護状態又は要支援状態になった場合、可能な限り居宅において有する能
力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮して行うものとする。

　事業所は、被保険者が要介護状態又は、要支援状態に係る申請に対して利用者の意思を踏まえ、必
要な協力を行う。又被保険者が申請を行っているか、否かを確認しその支援を行う。

　事業所は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて被保険者の選択に基づき、適
切な保健・医療・福祉サービスが、施設等の多様なサービスと事業所の連携を得て、総合的かつ効率
的に提供されるよう配慮し務める。

　事業所は、関係市町村から介護認定調査の委託を受けた場合は、公平・客観性、更に被保険者に対
し正しい調査を行い、その知識を行うよう配慮し務める。

　事業所は､利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場にたち、利用者に提供されるサービス
が偏ったものとならないよう務める。

　　　　　　

　「居宅介護支援」とは、介護保険法に定める介護サービスを提供するに先立って、利用者の心身状況を
把握し、その結果と利用者の希望に基づいて、利用者が出来る限り自立した生活を送ることができるよ
う、介護サービスを提供するための計画を作成し、この計画に従って現実に適切かつ滞りなくサービスが
提供できるよう、介護サービスを提供する事業者と連絡や調整を行うとともに、これらの経過を継続的に
管理する業務を言います。

利用者及びその家族等からの相談対応は、利用者の自宅又は事業所の相談室等、第三者の目に触れな
い場所でお受けします。

テレビ電話装置を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連
携により情報収集を行います。

　事業者は、必要に応じ介護支援専門員を交代する事ができます。但し、その場合には利用者に対し
てサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
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９、利用料金

（１）

（２）

一切かかりません。

　要介護認定又は要支援認定を受けられた方は、居宅介護サービスを受けられるにあたっての利用者
負担金はありません。ただし、保険料の滞納等により保険給付金が事業者に支払われない場合、要介
護度に応じて下記の金額をいただき、事業者からサービス提供証明書を発行します。
このサービス提供証明書を保険者に提出しますと、払い戻しを受けられます。

居宅介護支援

 【Ⅰ】介護支援専門員1人あたりの利用者45件未満

要介護１・２の場合 10,860 円/月

要介護３・４・５の場合 7,040 円/月

 【Ⅲ】介護支援専門員1人あたりの利用者60件以上

要介護１・２の場合 3,260 円/月

要介護３・４・５の場合 14,110 円/月

 【Ⅱ】介護支援専門員1人あたりの利用者60件未満

要介護１・２の場合 5,440 円/月

入院時

情報連携加算

入院・入所する際に利用者に関する必要な情報を医療機関等に

提供した場合

(Ⅰ)入院した日の内に情報提供した場合 2,500 円/月

(Ⅱ)入院後した日の翌日又は翌々日に情報提供した場合 2,000 円/月

要介護３・４・５の場合 4,220 円/月

初回加算
新規に居宅サービス計画を作成した場合。もしくは

要介護状態区分の２段階以上の変更認定を受けた場合
3,000 円/月

④ 6,000 円/回

・連携３回　　カンファレンス参加・・・⑤有 ⑤ 9,000 円/回

特定事業所加算

質の高いケアマネジメントを実施している事業所を積極的に評

価する観点から、人材の確保やサービス提供に関する定期的な

会議を実施しているなど、当事業者が厚生労働大臣が定める基

準に適合する場合

Ⅰ 5,190 円/月

Ⅱ 4,210

退院・退所加算

退院退所するにあたり病院等の職員と面談を行い利用者に関す

る必要な情報を得た上で計画を作成し調整を行った場合

① 6,000 円/回

② 4,500 円/回

・連携１回　　カンファレンス参加・・・①有　②無 ③ 7,500 円/回

・連携２回　　カンファレンス参加・・・③有　④無

円/月

Ⅲ 3,230 円/月

A 1,140 円/月

特定事業所

医療介護連携加算

前々年度の３月から前年度の２月までの間において、ターミナ

ルケアマネジメント加算を15回以上算定していること
1,250 円/月

ターミナルケア

マネジメント加算

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に

関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死

亡日及び死亡日前日14日以内に2日以上、当該利用者又はその

家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の

心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位

置付けた居宅サービス事業者に提供した場合

4,000 円/月

解約料

緊急時等居宅

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ加算

病院又は診療所の求めにより、医師又は看護師等と共に居宅を

訪問し、カンファレンスを行いサービスの利用調整を行った場

合

2,000 円/回

通院時情報

連携加算

利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等

に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、

医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受け

た上で、居宅サービス計画（ケアプラン）に記録した場合

500 円/回
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10、事故発生時の対応・損害賠償

11、サービス内容に関する相談・要望・苦情等の窓口

（１）　当事業所の相談・苦情受け付け　※事業所の営業日の受付時間内にお願いします。

介護支援専門員　　新田　優美

８時３０分～１７時３０分

０８５５－２４－８２８２

０８５５－２４－８２６１

（２）　その他相談・苦情受け付け機関

行政機関 ※行政庁の開庁日の受付時間内にお願いします。

浜田地区広域行政組合（介護保険課）

８時３０分～１７時１５分

０８５５－２５－１５２０ ０８５５－２５－１５０６

９時～１７時

０８５２－２１－２８１１

８時３０分～１７時１５分

０８５２－２２－５２５６

浜田市　健康医療対策課 金城支所　市民福祉課

8時30分～17時15分 8時30分～17時15分

０８５５－２５－９３２０ ０８５５－４２－１２３５

江津市　高齢者障がい者福祉課 三隅支所　市民福祉課

8時30分～17時15分 8時30分～17時15分

０８５５－５２－２５０１（代） ０８５５－３２－２８０６

第三者委員 ※事業所の営業日の受付時間内にお願いします。<(1)と同じ>

花口　喜代司 濱岡　征宏

浜田市国分町７５１－２ 浜田市国分町１７８６-２

8時30分～17時30分 8時30分～17時30分

０８５５－２８－０５４８ ０８５５－２８－２４３１

　事業所は、居宅介護支援サービスの実施にあたり、利用者の生命・身体・財産等に損害を与えた場
合、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、賠償す
べき事故が発生した場合には、その損害を賠償します。ただし、その賠償について事業者の責任を問
えない場合については、この限りではありません。

電  　話 F  A  X

名　　称 島根県国民健康保険団体連合会（介護サービス苦情相談窓口）　　　

受付時間

電  　話

相談・苦情窓口（担当者)

受　　付　　時　　間

電       話       番       号

Ｆ 　　　Ａ　　　 Ｘ

名　　称

受付時間

受付時間 受付時間

電  　話 電  　話

名　　称 名　　称

名　　称 島根県介護保険審査会事務局（島根県庁高齢者福祉課内）

受付時間

電  　話

名　　称 名　　称

住  　所 住  　所

受付時間 受付時間

電 　話 電 　話

受付時間 受付時間

電  　話 電  　話

氏  　名 氏  　名
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12、利用者自身によるサービスの選択と同意

1,

2,

　　当事業所におけるケアプランへの居宅サービス等の位置付けについてはつぎのとおりとなっています。

1, 　期間 令和 5 年 9 月 1 日 ～ 令和 6 年 2 月 29 日

2, 　期間中のケアプラン作成件数 件

3, 　期間中のケアプランにおいて下記サービスを位置付けた割合及び件数

訪問介護 ％ （ 件 ）

通所介護 ％ （ 件 ）

福祉用具貸与 ％ （ 件 ）

地域密着型通所介護 ％ （ 件 ）

4, 　３のサービスごとの回数のうち、同一の事業所によって提供されたものが占める割合（上位３位）

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

79.3 368

22.2 103

居宅サービス 提供事業者

　利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅
サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができま
すので、必要があれば遠慮なく申し出てください。

　特定の事業所に不正に偏した情報を提供するようなことや、利用者の選択を求めることなく同一の
事業主体のみによる居宅サービス計画原案を提示することはいたしません。

464

50.2 233

23.5 109

割合 回数

訪問介護

ハート介護センター 32.2 75

（有）三晃 28.8 67

ヘルパーステーション絆 9.9 23

通所介護

デイサービスやまももの家 51.4 56

緑ヶ丘デイサービスセンター 21.1 23

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ アルク ロング･レン 13.8 15

福祉用具貸与

岩多屋福祉事業部 45.4 167

さわやかケアチャーム事業所 38.3 141

ほほえみライフ 7.9 29

13.6 14

地域密着型通所介護

ほっとリハ 29.1 30

リハビリ特化型デイサービス あいあい 15.5 16

デイサービスセンター絆
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13、守秘義務

1,

2,

1４、虐待の防止について

1,

2,

3,

4,

５,

15、居宅介護支援の提供にあたっての留意事項

1,

令和 年 月

（ 住所 ）

（ 氏名 ）

（ 住所 ）

（ 氏名 ）

R6年4月作成

当該事業所従業者又は介護者（現に介護している家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと思わ
れる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図
ります。

虐待防止に関する責任者を選定しています。 虐待防止に関する責任者 新田　優美

　事業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報につい
ては、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後においても第三者には漏らしません。

　前項の規定にかかわらず利用者及びその家族に関わる居宅サービス計画書を立案するためのサービ
ス担当者会議での情報提供や、居宅介護支援事業者とサービス事業者との連絡調整において、個人の
情報提供が必要となった場合、事前に同意の上、居宅介護サービス計画に位置づけられた事業者、主
治医及び保険者に対し使用させて頂きます。なお、個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっ
ては関係する者以外の者に漏らしません。また、個人情報を使用した会議の内容や相手方などについ
て、経過を記録することとします。

　事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

事業所は、ご利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を設置する等必要な体
制の整備を行うとともに、その従業者に対し、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する等の
措置を講じます。

事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。

利　用　者

家　　　 族

（又は後見人）

　病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するため、
早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当する介護支援専門員の名
前や連絡先を伝えてください。

　夕陽ヶ丘居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づき重要事項について
説明しました。

夕陽ヶ丘居宅介護支援事業所　介護支援専門員

　重要事項説明書についての説明を受け、居宅介護支援サービスの提供開始に同意しました。

日
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